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１ はじめに 

 

平成27年9月関東・東北豪雨では，鬼怒川下流部の堤防決壊などにより，氾濫

流による家屋の倒壊・流失や広範囲かつ長期間の浸水が生じ，これらに避難の

遅れも加わり，近年の水害では類を見ないほどの多数の孤立者が発生した。ま

た，平成28年8月には北海道・東北地方を襲った一連の台風により，中小河川で

氾濫が発生し，要配慮者利用施設で逃げ遅れによる被害が発生した。 

 

このような災害を踏まえ，社会資本整備審議会において「河川分科会 大規模

氾濫に対する減災のための治水対策検討小委員会」が設置され，平成27年12月

10日には「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について～社会

意識の変革による「水防災意識社会」の再構築に向けて～」，平成29年1月11日

には「中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方について」が相次

いで答申されたところである。 

 

 これらの答申を受け，県西ブロックの関係１１市町（古河市，結城市，下妻

市，常総市，筑西市，坂東市，桜川市，つくばみらい市，八千代町，五霞町，

境町）と気象庁水戸地方気象台，茨城県は，大規模氾濫が発生することを前提

として社会全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」を再構築するため，「茨

城県管理河川県西ブロック減災対策協議会」（以下，「本協議会」という。）

を設立した。 

 

こうした中，平成29年6月20日に国土交通省では，「水防災意識社会 再構築」

に向け，関係者が協力して概ね５年で緊急的に実施すべき事項について，３２

項目からなる「緊急行動計画」を取りまとめたところである。 

 

本協議会では，「緊急行動計画」に基づき，各構成員が連携・協力して，減

災のための目標を共有し，ハード対策とソフト対策を一体的，計画的に推進し

ていくとともに，継続的にフォローアップを行っていく。 

 

なお，本取組方針は本協議会規約第６条に基づき作成したものである。 
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２ 対象河川 

 

本協議会の対象とする河川は，以下のとおりである。 
県管理河川名 主な沿川市町村 備考 

大川 筑西市  

観音川 桜川市，筑西市   

山口川 桜川市   

二神川 桜川市   

中沢川 桜川市  

谷部沢川 桜川市   

泉川 桜川市   

大川 桜川市   

布川 桜川市   

筑輪川 桜川市   

八間堀川 下妻市，常総市   

新八間堀川 常総市  

糸繰川 下妻市，筑西市   

高木川 下妻市，筑西市   

内沼川 下妻市，筑西市   

大谷川 筑西市   

五行川 筑西市   

千代田堀川 常総市   

将門川 常総市   

山川 下妻市，八千代町   

北台川 下妻市，筑西市   
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県管理河川名 主な沿川市町村 備考 

田川 結城市  

豊坂川 常総市   

釜屋堀川 常総市，つくばみらい市   

飯沼川 
古河市，常総市，坂東市，
八千代町 

 

東仁連川 
古河市，常総市，坂東市，
八千代町 

  

横仁連川 古河市，坂東市   

江川 坂東市   

西仁連川 古河市，結城市，坂東市   

宮戸川 古河市，境町   

女沼川 古河市，境町   

権現堂川 五霞町  

中川 五霞町   

五霞落川 五霞町   

向堀川 古河市   

矢作川 坂東市   
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３ 本協議会の構成員 

   

 本協議会の構成員とそれぞれの構成員が所属する機関（以下「構成機関」と

いう。）は，以下のとおりである。 

構成機関 構成員 

  

 古河市 

 結城市 

 下妻市 

 常総市 

 筑西市 

 坂東市 

 桜川市 

 つくばみらい市 

 八千代町 

 五霞町 

 境町 

 

 気象庁水戸地方気象台 

  

 茨城県 

  生活環境部  

防災・危機管理課 

  土木部 河川課 

   〃  筑西土木事務所 

   〃  常総工事事務所 

   〃  境工事事務所 

 

市 長 

市 長 

市 長 

市 長 

市 長 

市 長 

市 長 

市 長 

町 長 

町 長 

町 長 

 

台 長 

  

 

 

課 長 

課 長 

所 長 

所 長 

所 長 

   

また，情報提供や技術的助言を受けるため，オブザーバーとして以下の機関

を置く。 

   

構成機関 

 国土交通省 関東地方整備局  利根川上流河川事務所 

 国土交通省 関東地方整備局  江戸川河川事務所 

 国土交通省 関東地方整備局  下館河川事務所 

独立行政法人 水資源機構  霞ヶ浦用水管理所 
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４ 減災のための目標 

   

円滑かつ迅速な避難や的確な水防活動の実施、及び円滑かつ迅速な氾濫水 

の排水等の対策を実施することで、各構成員が連携して平成33年度までに達成

すべき減災目標は以下のとおりとした。 

 

【5年間で達成すべき目標】 

 

五行川をはじめとする県管理河川の大規模水害に対し，『逃げ遅

れによる人的被害をなくすこと』，『地域社会機能の継続性を確保

すること』を目指す。 

 

 

 

上記目標の達成に向け、洪水を河川内で安全に流すハード対策に加え、県西

ブロックの県管理河川において、以下の項目を２本柱とした取組を実施する。 

①水害リスク情報等を地域と共有することにより、要配慮者利用施設等 

を含めて命を守るための確実な避難を実現する。 

②治水対策の重点化、集中化を進めるとともに、既存ストックの活用等、 

効率的・効果的な事業を推進し、被災すると社会経済に大きな影響を 

与える施設や基盤の保全を図る。 
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５ 県西ブロックの概要と主な課題 

 

【流域の概要】  

 利根川圏域は，茨城県の南西部に位置し，面積は約645km2の範囲であり，圏

域内の一級河川には，飯沼川をはじめとして１６河川（県西ブロック内）があ

る。 

 小貝川圏域は，茨城県の南部に位置し，流域面積は約460km2の範囲であり，

圏域内の一級河川には，五行川をはじめ7河川がある。 

 中川圏域は，茨城県の西部に位置し，圏域内の一級河川には，中川をはじめ

として３河川がある。 

 

【過去の被害状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洪水名 雨量（㎜） 備考

（2日雨量） 利根川圏域 小貝川圏域

昭和２２年９月
　台風９号

２１５ 県内全域の合計

昭和３３年９月
　台風２２号

２５１．３ 県内全域の合計

昭和３６年６月
　梅雨前線

３６１ 県内全域の合計

昭和５６年１０月
　台風２４号

２１３．５ ９４０棟
圏域内関連
市町の合計

昭和６１年８月
　台風１０号

２３７ １，２０９棟 ３，３７９棟
圏域内関連
市町の合計

平成３年８月
　台風１０号

１９５ ３３９棟 １，０３３棟
圏域内関連
市町の合計

平成１０年８月
　台風４号

１５３ ６０棟
圏域内関連
市町の合計

平成２７年９月
　台風１８号

２８５ ３，７７７棟
圏域内関連
市町の合計

浸水家屋数

２１，５０９棟

１，２０４棟

８，２１０棟



- 9 - 
 

【河川改修の状況】 

 

河川名 種 類  延長 

田川 河道改修 鬼怒川合流点～結城二宮線福良橋 4.5 ㎞ 

八間堀川 河道改修 土浦境線新東橋～つくば古河線瑞穂

橋 

4.7km 

北台川 河道改修 下妻市道橋大江橋～筑西市道橋桜塚

東橋 

0.5km 

女沼川 河道改修 利根川合流点～国道 354 号下辺見橋  5.5km 

向堀川 河道改修 古河市道泉橋～ 

県道東野田古河線緑橋 

  

  1.9km 

飯沼川 河道掘削 市道飯沼反町閘門橋～幸田排水機場  6.6km 

 

 

 

 

【主な課題】 

 

河川沿の宅地開発などにより，土地利用形態が大きく変化したため，未改修

区間について早急に整備を進めていく必要がある。 

 また，各河川の流下能力を上回る洪水等に備え，情報提供の充実や関係機関・

地域住民との連携強化等に努める必要がある。 
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６ 現状と課題 

各構成員が現在実施している主な減災に係る取組の現状と課題は、以下のと

おりである。 

 

（１）円滑かつ迅速な避難のための取組 ※現状：○，課題：●（以下同様） 

項目 現状と課題  

情報伝達、避難計

画等に関する事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

○水位周知河川についてホットラインの構築 

○前の避難勧告等に関するガイドラインに基づ

いたマニュアルは作成済 

○防災行政無線やメール配信システム、ＳＮＳを

整備済 

○要配慮者利用施設の施設管理者を対象とし，避

難計画の作成に関する説明会を実施 

○洪水予報河川，水位周知河川について水位情報

をメール配信（登録制） 

○スマーフォンを使用した新たな情報伝達手段

を実証実験中 

〇広域避難検討ワーキンググループ等で広域避

難を検討中 

●水位計や基準水位のない河川や局地的な集中

豪雨にも対応したホットラインやタイムライン

の作成が必要 

●避難勧告等に関するガイドライン（H29.1）に

基づくマニュアルの見直しが必要 

●情報弱者や外国人への伝達方法が不十分 

●水位計や基準水位のない河川での情報収集が

不十分 

●社会資本整備審議会での答申に基づく、水位周

知河川への追加指定が必要 

●分かりやすい水位情報の提供が必要 

●県管理河川で広域避難の必要性の確認が必要 

●要配慮利用施設が地域防災地域防災計画に位

置付けられていない 

●要配慮利用施設の意識向上が必要 

●避難行動要支援者の把握が困難 

●避難行動要支援者に対し支援者が不足 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

 

 

Ｂ 

 

Ｃ 

Ｄ 

 

Ｅ 

 

Ｆ 

Ｇ 

Ｈ 

 

Ｉ 

Ｊ 

Ｋ 
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平時からの住民

等への周知・教

育・訓練に関する

事項 

 

 

 

 

 

 

 

○水位周知河川について、想定最大規模に対応し

た浸水想定区域図を公表 

○更新された洪水浸水想定区域図に対応したハ

ザードマップを作成中 

○マンホールや都市下水路からの逸水箇所を明

示した図面を作成 

○過去の実績での内水ハザードマップは作成済

み 

○水害統計調査により浸水実績を把握 

○小・中学校や高校から選出された教員により防

災推進委員会を組織し、情報交換及び研修会を実

施 

○小学校で地域防災機関と三世代交流会を実施 

○水防災に関する問い合わせ窓口を設置 

●洪水ハザードマップの基となる洪水浸水想定

区域図（水位周知河川等）がない 

●内水ハザードマップの基となる内水浸水想定

区域図がない 

●まるごとまちごとハザードマップについて，ど

の程度まで実施すればいいのかわからない 

●正確な浸水実績の把握とデータベース化が必

要 

●住民が事前準備をする際の明確な問い合わせ

先がない 

●学校により地理的条件等が異なるため教員の

研修内容の取りまとめが難しい 

●住民・教員・小学生の水防災意識のさらなる向

上が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｌ 

 

Ｍ 

 

Ｎ 

 

Ｏ 

 

Ｐ 

 

Ｑ 

 

Ｒ 

円滑かつ迅速な

避難に資する施

設等の整備に関

する事項 

○茨城県河川情報システムにより雨量、水位等の

観測データ、河川の状況を把握 

●水位計等の観測機器の増設が必要 

 

 

Ｓ 
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（２）的確な水防活動のための取組 

項目 現状と課題  

水防体制の強化

に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

○河川管理者と水防管理者による共同点検を実

施 

○スマホを使用した情報伝達手段について検証

実験を実施 

〇広報誌やホームページ，ポスター，パネル展に

より水防団員（消防団員）等を募集 

〇建設業協会等と協定を締結 

●共同点検の継続が必要 

●団員募集の効果的な広報の実施が必要 

●水防訓練において指導者が不足 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔ 

Ｕ 

Ｖ 

市町村庁舎や災

害拠点病院等の

自衛水防の推進

に関する事項 

○水害時に行政機能を維持する BCP を策定 

○洪水避難タワーの建設及び高所に予備電源を

確保予定 

○市庁舎に浸水防止壁を設置 

●分かりやすい水位情報の提供が必要 

●浸水区域に行政機関や重要施設があるか不明 

●民間事業者の水防災に関する意識の向上が必

要 

 

 

 

 

 

Ｆ 

Ｗ 

Ｘ 

  （３）氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組 

項目 現状と課題  

排水施設、排水

資機材の運用方

法の改善及び排

水施設の整備等 

 

○汚水排水計画のマニュアルを作成済 

○市の可搬式ポンプを使用した排水訓練を実施 

○国交省の排水ポンプ車等の操作講習会に参加 

●排水設備を所有していない 

 

 

 

 

Ｙ 

 

浸水被害軽減地

区の指定 

 

●正確な浸水実績の把握とデータベース化が必

要 

Ｏ 
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（４）河川管理施設の整備等に関する取組 

項目 現状と課題  

洪水氾濫を未然

に防ぐ対策 

 

 

 

○着実に治水効果を発現させるため、背後地の人

口・資産状況や近年の浸水被害状況等を勘案し

て、治水対策の重点化・効率化を実施 

○既存の調整池などを使用し、貯留機能を最大限

確保 

●河川堤防など多くの未整備箇所の整備が必要 

 

 

 

 

 

Ｚ 

河川の適切な維

持管理 

○出水期前の河川総点検の実施 

○点検結果を踏まえ，人家連担地域を中心に流木

及び土砂撤去など適切な維持管理を実施 

●堤防等の変状の発見や補修，堆積土砂の撤去な

ど適切な維持管理に加え，施設管理者の特定が必

要 

●老朽化により排水機場などの機能低下が懸念

されることから，計画的な維持管理が必要 

●施設管理者が不明 

 

 

 

ＡＡ 

 

 

ＡＢ 

 

ＡＣ 

   

（５）減災・防災に関する取組 

項目 現状と課題  

適切な土地利用

の促進 

 

○道路冠水発生個所について把握 

●正確な浸水実績の把握とデータベース化が

必要 

 

Ｏ 

 

災害時及び災害

復旧に対する支

援 

 

○県が実施する講習会へ参加 

●災害復旧経験者（技術者）の不足 

●災害復旧における職員の技術力向上が必要 

 

ＡＤ 

ＡＥ 
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７ 概ね 5年で実施する取組 

 

  氾濫が発生することを前提として、社会全体で常にこれに備える「水

防災意識社会」を再構築することを目的に、各構成員が取り組む主な内

容は次のとおりである。 

  

  （１）円滑かつ迅速な避難のための取組 

主な取組項目 課題の 

対応 

目標時期 取組機関 

① 洪水時における河川管理者

からの情報提供等 

Ａ 平成29年度か

ら順次実施 

市町村，茨城県 

② 避難勧告等発令の対象区域、

判断基準等の確認 

Ａ，Ｂ，

Ｃ，Ｄ 

平成30年度か

ら順次実施 

協議会全体 

③ 水害危険性の周知促進 Ｅ 平成29年度か

ら順次実施 

茨城県 

④ ICTを活用した洪水情報の提

供 

Ｆ 平成29年度か

ら順次実施 

市町村，茨城県 

⑤ 広域避難体制の構築 Ｇ 平成30年度か

ら順次実施 

市町村，茨城県 

⑥ 要配慮者利用施設における

避難計画の作成及び避難訓

練の実施 

Ｈ，Ｉ， 

Ｊ，Ｋ 

引き続き実施 協議会全体 

⑦ 想定最大規模の洪水に係る

浸水想定区域図等の作成と

周知 

Ｅ 順次実施 茨城県 

⑧ 水害ハザードマップの改良、

周知、活用 

Ｌ，Ｍ，

Ｎ 

平成29年度か

ら順次実施 

市町村，茨城県 

⑨ 浸水実績等の周知 Ｏ 平成29年度か

ら順次実施 

市町村，茨城県 
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⑩ 防災教育の促進 Ｐ，Ｑ 

Ｒ 

平成29年度か

ら順次実施 

協議会全体 

⑪ 危機管理型水位計、河川監視

用カメラの整備 

Ｓ 引き続き実施 市町村，茨城県 

 

（２）的確な水防活動のための取組 

主な取組項目 課題の

対応 

目標時期 取組機関 

① 重要水防箇所の見直し及び

水防資機材の確認 

 

Ｔ 引き続き実施 市町村，茨城県 

② 水防に関する広報の充実 Ｕ 引き続き実施 市町村，茨城県 

③ 水防訓練の充実 Ｖ 

 

平成30年度か

ら順次実施 

市町村，茨城県 

④ 水防団間での連携、協力に関

する検討 

Ｖ 平成30年度か

ら順次実施 

市町村，茨城県 

⑤ 市町村庁舎や災害拠点病院

等の施設関係者への情報伝

達の充実 

 

Ｆ，Ｌ 引き続き実施 市町村，茨城県 

⑥ 市町村庁舎や災害拠点病院

等の機能確保のための対策

の充実 

 

Ｗ，Ｘ 平成30年度か

ら順次実施 

協議会全体 
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（３）氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組 

主な取組項目 課題の

対応 

目標時期 取組機関 

① 排水施設、排水資機材の運用

方法の改善及び排水施設の

整備等 

Ｙ 平成30年度か

ら順次実施 

市町村，茨城県 

② 水害被害軽減地区の指定に

向けた検討 

 

Ｏ 

 

平成30年度か

ら順次実施 

市町村，茨城県 

 

（４）河川管理施設の整備等に関する取組 

主な取組項目 課題の 

対応 

目標時期 取組機関 

① 堤防等河川管理施設の整備 Ｚ 平成29年度か

ら順次実施 

市町村，茨城県 

② 樋門・樋管等の施設の確実な

運用体制の確保 

ＡＡ， 

ＡＢ， 

ＡＣ 

平成29年度か

ら順次実施 

市町村，茨城県 

③ 河川管理の高度化の検討 ＡＡ，

ＡＢ 

平成30年度か

ら順次実施 

茨城県 

 

（５）減災・防災に関する取組 

主な取組項目 課題の

対応 

目標時期 取組機関 

① 適切な土地利用の促進 

 

Ｏ 平成30年度か

ら順次実施 

市町村，茨城県 

② 災害時及び災害復旧に対す

る支援 

 

ＡＤ， 

ＡＥ 

平成30年度か

ら順次実施 

市町村，茨城県 

  



- 17 - 
 

８ フォローアップ 

各構成機関の取組については、必要に応じて、防災業務計画や地域防災計画、 

河川整備計画等に反映することなどによって責任を明確にし、組織的、計画的、

継続的に取り組むこととする。 

原則、本協議会を毎年本格的な台風シーズン前に開催し、取組の進捗状況を

確認し、必要に応じて取組方針を見直すこととする。また、実施した取組につ

いても訓練等を通じて習熟、改善を図る等、継続的なフォローアップを行うこ

ととする。 

なお，見直しにあたっては，今後、全国で作成される他の取組方針の内容や

技術開発の動向等を収集したうえで、行うこととする。 

 

 

 

参考資料 

 

（１）【現状】 

（２）【課題】 

（３）【概ね５年で実施する取組】 

 



対象外

- 未実施

古河市 結城市 下妻市 常総市 筑西市 坂東市 桜川市 つくばみらい市 八千代町 五霞町 境町 水戸気象台 茨城県
現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況

（１）大規模氾濫減災協議会の設置

（２）円滑かつ迅速な避難のための取組

①情報伝達、避難計画等に関する事項

洪水予報河川及び水位周知河川を対象としたホットライン体制の構築

利根川河川事務所、下館河川事務
所、境工事事務所と首長、関係機関
の事務所長とのホットライン及び担
当課長とのホットラインを構築済。

訓練を実施しホットライン体制を構築
・一部の県管理河川について構築済
み

下館河川事務所長と市長のホットラ
イン体制整備済

市長と筑西土木事務所長との間で
構築済み

利根川上流河川事務所、下館河川
事務所、境工事事務所とのホットライ
ンを構築済

-
鬼怒川・小貝川については、構築済
みであるが、県管理河川について
は、未実施。

洪水予報河川及び水位周知河川な
し

境工事事務所と構築済み
　利根川上流河川事務所（利根
川）境工事事務所とのホットラ
イン体制は確立

洪水予報河川及び水位周知河川に
ついて、関係市町とホットラインを構
築。

「避難勧告等に関するガイドライン（H29.1）」に基づく避難勧告等の判断・
伝達マニュアルの見直し

利根川、渡良瀬川、思川に対する避
難勧告等の判断・伝達マニュアルを
策定し、適切な避難勧告等を発令で
きるように準備している。

前ガイドラインに基づいたマニュアル
は作成済み

・検討中
 未実施
・国管理河川作成済
・県・市管理河川については未作成

-
利根川及び渡良瀬川、西仁連川及
び飯沼川について対応済み

水害に関しては未実施
地域防災計画の見直しを行ってお
り、年度内で改訂予定。

- -

　ガイドラインの他、２９年
度、地方自治研究機構との研究
連携事業として、関東・東北豪
雨を検証し、広域避難の方向性
を研究し、避難勧告等について
見直し

洪水予報河川及び水位周知河川に
ついては、氾濫危険水（洪水特別警
戒水位)及び伝達方法を設定

住民（自治会未加入世帯，高齢者，外国人等）への確実な情報伝達方法
の確立

Ｌアラート、緊急速報メール、防災行
政無線および市独自の防災メールを
活用している。

防災行政無線の整備(全域設置済
み)，エリアメールの配信

・防災行政無線を設置済み（デジタ
ル化を検討中）
・エリアメール、登録制メールの配信

Lアラート，緊急速報メールと連携可
能な防災行政無線を整備済

防災行政無線やＳＮＳによる伝達方
法を整備

広報車、エリアメール、一斉メール、
HP、FB、区長連絡、民生委員連絡な
どの他に防災行政無線（戸別防災ラ
ジオ）を導入

・防災無線整備済
・自主防災組織結成時に全世帯加
入の指導をしている

防災行政無線・登録制メール配信
サービス・テレフォンサービス・エリア
メールにて、情報伝達手段を構築。

防災無線、Lアラート、緊急速報メー
ルを整備

防災行政無線やエリアメールにより
伝達

　２９年度、スマホを使用した新
たな情報伝達手段（プッシュ
型）について、立教大学と研究
連携により実証実験を実施

Lアラート、緊急速報メールと連携可
能な防災情報ネットワークシステム
を構築。
茨城県河川情報システムの一部を
多言語化

避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成
利根川、渡良瀬川、思川、鬼怒川に
対するタイムラインを策定している。

・国管理河川については作成済み
・県・市管理河川については未整備

・国管理河川については作成済み
・県・市管理河川については未整備

作成済
洪水予報河川の一部について作成
済み

- -
鬼怒川・小貝川は作成済みである
が、県管理河川については検討す
る。

未整備
鬼怒川（国管理河川）の作成済み

-

　本年度８月、関東・東北豪雨
災害の教訓に基づき、内水氾濫
を踏まえた利根川対象のタイム
ラインを修正

タイムラインの作成に向け検討中

タイムライン（ホットラインを含む）に基づく首長も参加した実践的な訓練 -
国管理河川については，下館河川
事務所とのホットライン訓練の実施。
県管理河川については，未実施。

・国管理河川については毎年実施
・県管理河川を想定した訓練は未実
施だが、ホットラインは構築済

国・県・市合同で出水期前の伝達演
習を実施

- - -
洪水予報河川(水位周知河川）につ
いてホットラインの構築済

- -

　１０月１日に、境地区（最も
被害のあった地区）総合防災訓
練において、災害対策本部開設
訓練を併せ実施（第１回会議に
おいて、タイムライン（時間短
縮）に基づく避難勧告を発令）

図上型防災訓練実施支援ワーキン
ググループを設置

住民が参加する避難訓練
自治会、行政区の自主防災組織等
を対象とした
防災出前講座を実施している

河川の氾濫等を想定した避難訓練
は実施できていないが，今後実施で
きるよう前向きに検討。

・市防災訓練で実施（国管理河川を
想定）

水害想定は未実施 - 水害に特化したものは未実施 - - 総合防災訓練実施 - 同上
市町村と合同で実施する総合防災
訓練で避難訓練を実施

気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善
（水害時の情報入手のしやすさをサポート）

平成29年7月4日より提供開始

水位周知河川の指定推進
今年度新たに2河川を追加指定し16
河川を指定済。

防災情報等に関する説明会の開催 -

今年度，鬼怒川の洪水ハザードマッ
プを作成したため，浸水域に該当す
る地区の住民への説明会を開催予
定。

・H29.1月に国県と実施
施設の防災訓練実施時における指
導を実施

- - - - - -
　社会福祉協議会において防災
講話を実施

12月22日茨城県庁 9階 講堂 44市
町村の防災、福祉担当者　約200名
2月3日 常陸大宮文化センター 要配
慮者施設管理者　約５００名
2月7日 常総市地域交流センター 要
配慮者施設管理者　約６００名
2月14日 小美玉市小川文化センター
要配慮者施設管理者　約６００名

要配慮者支援施設管理者へ説明会
を実施

避難確保計画の実行性・継続性確保のための点検

水防法改正に伴い、浸水想定区域
内の施設において計画策定が義務
付けられたため、現状の確認を実施
している。

福祉担当部局より施設などに指導 ・施設実地検査の際に指導 - - - - - - -
　水害を対象とした計画につい
未整備

避難確保計画作成の支援 -

避難行動要支援者個別計画の作成等の促進
福祉避難所の指定、備蓄消耗品・備
品の確保

福祉担当部局にて制度策定済み ・未整備（名簿管理システム改修中） - - - - - - -
　現在、福祉正面部署におい
て、本年度末を目途に要配慮者
名簿を作成中

-

実施する施策

委員・幹事として参加している

県管理河川の流域が概ねブロック単
位に収まるよう県内を６ブロックに分
け、H29年5月末までに協議会及び
幹事会を設置

県管理河川を対象として，国，県，市町村，関係機関からなる減災対策協
議会及び幹事会を設置し，減災の取組の継続性及び実効性が確保され
る仕組みを構築する

利根川上流河川事務所、下館河川
事務所、県河川課に関する各種減
災対策協議会へ参加。

県西ブロック減災対策協議会の構成
員として取り組んでいる。

・実施中 実施中
５月に設置された県西ブロック減災
対策協議会の構成員として取り組ん
でいる。

実施中 実施中
県管理河川県西ブロック協議会を設
置し、減災の取組の継続性及び実
効性が確保される仕組みを構築

実施中

取組内容

実施中実施中
大規模氾濫減
災協議会の設
置

洪水時における
河川管理者から
の情報提供等
（ホットラインの
構築）

ICTを活用した
洪水情報の提
供

隣接市町村にお
ける避難場所の
設定（広域避難
体制の構築）等

避難勧告等発
令の対象区域、
判断基準等の
確認（水害対応
タイムライン）

水害危険性の
周知促進

要配慮者利用
施設における避
難計画の作成
及び避難訓練
の実施

防災情報ネットワークシステムに登
録することで、洪水予報河川及び水
位周知河川におけメールを配信

広域避難検討ワーキンググループを
設置

-

　２９年度、スマホを使用した
新たな情報伝達手段（プッシュ
型）について、立教大学と研究
連携により実証実験を実施

どまんなかサミット（古河市、栃木
市、加須市、野木町、板倉町）で災
害協定を締結し、広域避難について
検討を進めている。

市内において，広域避難対象地域
の該当なし。

・広域避難検討ワーキンググループ
にて検討中。

広域避難検討ワーキンググループ
に参加

広域避難検討ワーキンググループ
にて検討中

関係自治体と協議会を設置し、検討
中

-
茨城県の広域避難検討ワーキング
グループに参加

- -

・平成２９年度及び３０年度の
広域避難にかかる調査研究事業
を踏まえ平成３０年度広域避難
計画を修正
・平成２８年度及び２９年度に
坂東市・古河市の各１ヶ所の高
校を広域避難場所として覚書を
締結済

今日現在、該当河川無し
（鬼怒川については、配信を希望し
ていない）

-
・県防災メールを市防災メールとして
2次利用により配信

鬼怒川，小貝川実施（下館河川事務
所）

緊急速報（エリア）メールによる情報
発信体制の整備

- - - -

広域避難計画の策定

プッシュ型の洪水予報等の情報発信

参考資料（１）【現状】

1



対象外

- 未実施

古河市 結城市 下妻市 常総市 筑西市 坂東市 桜川市 つくばみらい市 八千代町 五霞町 境町 水戸気象台 茨城県
現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況

実施する施策 取組内容

参考資料（１）【現状】

②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

洪水ハザードマップの更新・周知
避難名称（避難準備情報・高齢者避
難開始等）変更に伴い、新たなハ
ザードマップを増刷した。

H29更新・配布済み
・浸水想定区域図が公表された県管
理河川について洪水ハザードマップ
への記載を検討中

作成済（H29)
H30配布予定

H28年3月に更新を行い各家庭に配
布

以前の浸水想定区域（利根川）に対
応したハザードマップは作成済だ
が、新浸水想定区域に対応したハ
ザードマップは未策定

未作成
更新された浸水想定区域図に対応し
たハザードマップを作成中

未実施
鬼怒川（国管理河川）の更新済み

県管理河川に限っては未作成
　平成２８年度に更新・町内配
布及びＨＰへの掲載済み

洪水予報河川及び水位周知河川１７
河川について洪水浸水想定区域図
を公表済

内水ハザードマップの作成・周知
大雨時におけるマンホール及び都市
下水路からの逸水箇所を明示した図
面を作成。

市下水道課にて周知 - - - - - - - -

　上記更新に併せ、２７年度の
関東・東北豪雨における道路冠
水箇所等内水氾濫箇所について
明記
　また、内水箇所のＨＰ、町政
報告等で周知

-

まるごとまちごとハザードマップの作成・拡充
作成経費調査のため、業者に見積
依頼を実施した。

未作成。今後作成を検討。 -
鬼怒川についてはH28年度に設置済
小貝川についてはH29年度設置済

-
一部電柱広告を利用した標高表示を
おこなっている

- - - -
　河川周辺の自治区の電柱に浸
水域を標示済

-

【再掲】住民（自治会体未加入世帯，高齢者，外国人等）への確実な情報
伝達方法の確立

Ｌアラート、緊急速報メール、防災行
政無線および
市独自の防災メールを活用してい
る。

防災行政無線の整備(全域設置済
み)，エリアメールの配信

・防災行政無線を設置済み（デジタ
ル化を検討中）
・エリアメール、登録制メールの配信

Lアラート，緊急速報メールと連携可
能な防災行政無線を整備済

防災行政無線やＳＮＳによる伝達方
法を整備

広報車、エリアメール、一斉メール、
HP、FB、区長連絡、民生委員連絡な
どの他に防災行政無線（戸別防災ラ
ジオ）を導入

・防災無線整備済
・自主防災組織結成時に全世帯加
入の指導をしている

登録制メール配信サービスを導入。
防災無線、Lアラート、緊急速報メー
ルを整備

防災行政無線やエリアメールにより
伝達

　２９年度、スマホを使用した新
たな情報伝達手段（プッシュ
型）について、立教大学と研究
連携により実証実験を実施

Lアラート、緊急速報メールと連携可
能な防災情報ネットワークシステム
を構築。
茨城県水防情報テレメータシステム
の一部を多言語化

浸水実績の把握及び周知
古河市では浸水実績を把握できてい
ないため、周知も難しい。

水害統計調査により実施 ・水害統計調査により実施 -
一部の河川についての実績を把握し
洪水ハザードマップにて周知

- - - -
大雨による道路冠水発生箇所等に
ついては把握している

　上記更新に併せ、２７年度の
関東・東北豪雨における道路冠
水箇所等内水氾濫箇所について
明記
　また、内水箇所のＨＰ、町政
報告等で周知

水害統計調査により実施

水害の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置
各担当課で通常業務として対応して
いる。

問合せ等については防災安全課で
対応

・消防交通課で対応 - - - -
安心安全課（防災担当課）が、窓口
を兼ねている

- 設置済み 　防災安全課 県庁河川課内に窓口を設置

水防災に関する啓発・説明会（及び避難訓練）の実施
浸水域の住民を対象としたハザード
マップ説明会や
出前講座を実施した

今年度，鬼怒川の洪水ハザードマッ
プを作成したため，浸水域に該当す
る地区の住民への説明会を開催予
定。

・市防災訓練を水害対応避難訓練を
して実施

タイムラインに沿った図上訓練を実
施

-
市民向け防災講座や地区懇談会等
で機会をとらえて実施している

市内全行政区で自主防災組織立ち
上げを推進中

- 総合防災訓練実施
「情報・防災ステーションごか」にて
啓発パネルを展示

１　本年度、防災安全課により
行政区区長会、ボランティア連
絡協議会、民生委員総会等にお
いて「防災講話」により水防意
識を啓発
２　１０月１日に、境地区（最
も被害のあった地区）総合防災
訓練において、タイムライン
（時間短縮）に基づく避難訓練
を実施

県庁２階でパネル展を実施

教員を対象とした講習会の実施

平成25年6月6日より市内小中学校・
高等学校より選出された委員組織す
る「古河市学校防災推進委員会」を
設置し、年数回の情報交換及び研
修会を実施している。

今後，開催を検討。 - - - - 桜川市公校長会で防災説明を実施 - - -
　学校の避難訓練の場を活用し
て防災講話を実施

学校防災に向け出前講座を毎年実
施している。

依頼があれば対応する

小学生を対象とした防災教育の実施

社会，理科等の教科や道徳，特別活
動で安全なくらしや災害について学
習をしたり，学校行事で避難訓練を
行ったりしている。

今後，開催を検討。 ・実施中
小中学校一斉防災訓練を実施（H28
年度～）

-
一部学校では実施しており、説明職
員を随時派遣している

桜川市雨引小学校で地域防災機関
と小学生を含む三世代交流会を実
施(11月)

- - -
　学校の避難訓練の場を活用し
て防災講話を実施

小学校への出前講座及び小学生を
対象としたワークショップの実施

依頼があれば対応する

出前講座等を活用した講習会の実施
自治会、行政区の自主防災組織等
を対象とした
防災出前講座を実施している

今後，自主防災組織を新たに立ち上
げる自治会を対象とした出前講座を
開催

・実施中
自治区長，社会福祉関係役員等に
対し水害対応を含む防災講演を実
施

検討中
市民向け防災講座として実施してい
る

- - - -
　地元高校の避難訓練、支援学校Ｐ
ＴＡ会、ボランティア連絡協議会等に
おいて出前講座を実施

防災士講座及び自治体向けワーク
ショップの実施

依頼があれば対応する

③円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

（３）的確な水防活動のための取組

①水防体制の強化に関する事項

水防活動を支援するための新技術を活用した水防資機材等の配備 - - - - - - - - - - - 水のうを全１２事務所で配備

【再掲】水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練の実施
訓練は行っていないが、連絡体制は
整っている。

6月4日に水防訓練を実施
・市防災訓練において実施
・消防団として連絡網を構築済

国・県・市・水防団合同で出水期前
の伝達演習を実施

消防団として連絡体制を構築済み 消防団として連絡体制を構築済
消防団として連絡体制を構築済。訓
練も実施。

消防団として連絡体制を構築済 消防団として構築済み 消防団へ直接連絡
　消防団との連絡体制の他、本
年度、スマホを使用した情報伝
達手段について検証実験を実施

国・県・市合同で行う出水期前の伝
達演習を実施

水防団や地域住民が参加する洪水に対しリスクが高い区間の共同点検 - 6月30日に鬼怒川，田川にて実施
・県・市管理河川については未実施
・国管理河川の共同点検には毎年
参加

下館河川事務所・茨城県・自治区
長・水防団・市で共同点検を実施
（H28年度～）

出水期前における県・市・消防署・警
察署との共同点検を実施

消防団や地域住民と利根川堤防点
検を実施

-
鬼怒川・小貝川は、下館河川事務所
と実施

未実施
鬼怒川（国管理河川）で実施

県管理河川に限っては未実施
　最大のリスクである利根川に
ついては、定期的に実施

出水期前に水防管理者と実施

水防活動の担い手となる水防団員・協力団体の募集・指定を促進
消防団員の募集は常に行っている。
協力事業所表示制度を行っている。

水防団員を兼ねている消防団員の
募集を行っている。

・ポスター、広報紙等により募集 ・ポスター等で募集（消防団）
広報誌やＨＰを活用した募集の実施
（消防団）

ポスター、市内イベント等にて募集
（消防団）

ポスターや街頭キャンペーン等によ
り募集（消防団）

ポスターにより募集（消防団） 消防団を兼ねた募集 消防団員募集ポスターの掲示
　消防団（水防団兼務）への意
識が高く１００％を確保

県庁２階でパネル展を実施

水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練の実施
訓練は行っていないが、連絡体制は
整っている。

6月4日に水防訓練を実施
・市防災訓練において実施
・消防団として連絡網を構築済

国・県・市・水防団合同で出水期前
の伝達演習を実施

消防団として連絡体制を構築済み 消防団として連絡体制を構築済
消防団として連絡体制を構築済。訓
練も実施。

消防団として連絡体制を構築済 消防団として構築済み 消防団へ直接連絡
　消防団との連絡体制の他、本
年度、スマホを使用した情報伝
達手段について検証実験を実施

国・県・市合同で行う出水期前の伝
達演習を実施

関係機関が連携した実働水防訓練の実施
消防団・消防署等連携の水防訓練を
行っている。

6月4日に水防訓練を実施
・鬼怒・小貝水防連合体水防訓練に
毎年参加

利根川水系合同水防訓練及び関係
機関が行う水防訓練に参加

出水期前における国・県・市消防団
による水防訓練を実施

近隣市町との訓練を実施 -
鬼怒小貝水防連合体水防訓練、二
組合水防訓練に参加

水防訓練実施（鬼怒小貝水防訓練） 県管理河川に限っては未実施

　利根川流域２市１町水防訓練
等毎年度実施
（３０年度は、境町が訓練担
任）

出水期前頃に水防管理者と実施

関係機関が連携した実働水防訓練の実施
消防団・消防署等連携の水防訓練を
行っている。

6月4日に水防訓練を実施
・鬼怒・小貝水防連合体水防訓練に
毎年参加

利根川水系合同水防訓練及び関係
機関が行う水防訓練に参加

出水期前における国・県・市消防団
による水防訓練を実施

近隣市町との訓練を実施 -
鬼怒小貝水防連合体水防訓練、二
組合水防訓練に参加

水防訓練実施（鬼怒小貝水防訓練） 県管理河川に限っては未実施

　利根川流域２市１町水防訓練
等毎年度実施
（３０年度は、境町が訓練担
任）

出水期前頃に水防管理者と実施

地域の建設業者による水防支援体制の検討・構築

出水期前に土のうの作成を依頼し、
台風やゲリラ豪雨等が発生した場
合、速やかに現場に土のうを運んで
もらえるように協議済

建設業協会と災害時における応急
対策業務に関する協定を締結

・構築済み（協定の締結）
建設業組合等との災害時の応援協
定を締結済

災害時応援協定の締結 - - 建設業協会と協定を締結済み 協定締結済み -

・８月日本レッカー協会との災
害協定を締結
・建設業界と災害時相互応援協
定締結済

建設業協会と災害協定を締結済み

水防団間での連
携、協力に関す
る検討

重要水防箇所
の見直し及び水
防資機材の確
認

水防に関する広
報の充実（水防
団確保に係る取
組）

水防訓練の充
実

危機管理型水
位計、河川監視
用カメラの整備

雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況を把握・伝達するための基
盤の整備

川の防災情報、気象庁ＨＰからデー
タを取得
市内に独自の気象観測装置を設置
（4箇所）
登録メールシステムを導入

水害ハザード
マップの改良、
周知、活用

浸水実績等の
周知

防災教育の促
進

想定最大規模
の洪水に係る浸
水想定区域図
等の作成と周知

国管理河川についてはHPで確認-
　水位情報は、ホットラインに
より、利根川上流河川事務所、
県境工事事務所と連携

- - 国や県のシステムを活用
県ホームページ（雨量・河川水位情
報システム）より情報を把握。

洪水予報河川及び水位周知河川１７
河川について洪水浸水想定区域図
を公表済

県HP（茨城県河川情報ネットワーク）
により、公開中

小型気象観測計の設置済（市内１０
カ所）

雨量水位情報等を市防災WEBにて
公開

想定最大規模降雨による浸水想定区域図，家屋倒壊危険区域の公表

・県ＨＰ（雨量・河川水位情報ｼｽﾃﾑ）
を活用
・市管理河川等は未整備

2



対象外

- 未実施

古河市 結城市 下妻市 常総市 筑西市 坂東市 桜川市 つくばみらい市 八千代町 五霞町 境町 水戸気象台 茨城県
現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況 現在の取り組み状況

実施する施策 取組内容

参考資料（１）【現状】

②市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項

庁舎間及び災害拠点病院との情報
伝達については、今後充実に向けて
検討する。

- ・関係部長から各部署へ情報を伝達 - -

市庁舎など公共施設には、MCA無線
及び防災行政無線（戸別防災ラジ
オ）を配備済み
（市内に災害拠点病院無し）

- -
防災電話や県防災情報ネットワーク
システムを活用

-
今年度、古河・坂東地域災害医療連
携会議に参加

洪水予報河川及び水位周知河川１７
河川について洪水浸水想定区域図
を公表済
防災無線電話や防災情報ネットワー
クシステムを病院等へ設置

水害時に行政機能を維持するBCPの策定 業務継続計画を策定している。 現在策定中 ・検討中 ・策定中（H30完成予定） - - - 検討中 - -
現在作成中（平成３０年度完成
予定）

気象台の建っている場所は海抜29
メートルの所に位置するため水害時
のBCPの策定は行っていないが地
震等のBCPを作成しており、水戸地
方気象台が被害にあった場合は他
の気象官署で代行運用を行う事と
なっている。

洪水予報河川及び水位周知河川１７
河川について洪水浸水想定区域図
を公表済

幹線道路，鉄道や市役所など重要施設の浸水対策
幹線道路、鉄道：未実施
市役所：土嚢積、　上階への退避

市庁舎等において浸水の心配はな
い。

・検討中
市役所庁舎の浸水防止壁設置済
（H29年度）

- 本庁舎はかさ上げ対応済み - 検討中 庁舎対策済み -

１　染谷川の排水管、調整池等
のハード事業について事業化に
向け準備を推進中
２　本年度末、庁舎横に水害避
難タワー建設に併せ、高所に予
備電源を確保予定

各浸水対策の作成の支援
洪水予報河川及び水位周知河川１７
河川について洪水浸水想定区域図
を公表済

浸水時においても災害活動を継続するための施設の整備及び自家発電
装置等の耐水化

常設発電装置またはポータブル発電
機で災害活動継続

市庁舎において浸水の心配はない。
また，自家発電装置は現庁舎につい
ては設置していない。

・検討中
浸水防止壁および排水設備設置済
（H28年度）

-
本庁舎の非常用発電装置は浸水し
ない位置に設置

- 実施済み 整備済み -
　本年度末、庁舎横に水害避難
タワー建設に併せ、高所に予備
電源を確保予定

独自の変電設備を有し、自家発電に
ついては燃料補給なしでの3日間の
連続運転が可能

洪水予報河川及び水位周知河川１７
河川について洪水浸水想定区域図
を公表済

水害に対応した企業BCP策定への支援 - - - - - - - - - - - - -

（４）氾濫水の排水，浸水被害軽減に関する取組

浸水実績の把握及び周知
古河市では浸水実績を把握できてい
ないため、周知も難しい。

水害統計調査により実施 ・水害統計調査により実施 -
一部の河川についての実績を把握し
洪水ハザードマップにて周知

- - - -
大雨による道路冠水発生箇所等に
ついては把握している

　上記更新に併せ、２７年度の
関東・東北豪雨における道路冠
水箇所等内水氾濫箇所について
明記
　また、内水箇所のＨＰ、町政
報告等で周知

水害統計調査により実施

（５）河川管理施設の整備等に関する事項

財政的制約がある中，着実に治水効果を発現させるため，背後地の人
口・資産状況や近年の浸水被害状況等を勘案して，治水対策の重点化・
効率化を進める。

着実に治水効果を発言させるため，
背後地の人口・資産状況や近年の
浸水被害状況等を勘案して，治水対
策の重点化・効率化を実施

ため池や既存調整池などの施設管理者と連携し，その機能の保全・有効
活用し，貯留機能を最大限確保する。

-
既存の調整池などを使用し，貯留機
能を最大限に確保している。

・地元土地改良区と未協議 - - - - - - ‐ ‐
県内では、治水対策を目的とした「た
め池」等の活用事例はない。

出水期前の河川総点検の実施 出水期前の河川総点検の実施

点検結果を踏まえ，人家連担地域を中心に流木及び土砂撤去など適切な
維持管理を実施

出水期前の河川総点検の実施
河川緊急減災対策事業」により、土
砂撤去、樹木伐採等を実施。H28年
度は30か所を計画38箇所を実施。

地域の安全度をバランス良く向上させるため，近年の浸水被害状況や現
況流下能力等を踏まえて，治水対策を行う。

下流から順次整備することを基本と
しているが、近年の浸水被害状況等
を踏まえながら必要に応じて上流・
中流部の暫定的な整備を実施してい
る。

近年の降雨状況を踏まえ，河川整備計画の策定促進と適切な見直し -

【再掲】出水期前の河川総点検の実施 出水期前の河川総点検の実施

【再掲】点検結果を踏まえ，人家連担地域を中心に流木及び土砂撤去な
ど適切な維持管理を実施

出水期前の河川総点検の実施
河川緊急減災対策事業」により、土
砂撤去、樹木伐採等を実施。H28年
度は30か所を計画38箇所を実施。

（６）減災・防災に関する国の支援

浸水実績の把握及び周知
古河市では浸水実績を把握できてい
ないため、周知も難しい。

水害統計調査により実施 ・水害統計調査により実施 -
一部の河川についての実績を把握し
洪水ハザードマップにて周知

- - - -
大雨による道路冠水発生箇所等に
ついては把握している

　上記更新に併せ、２７年度の
関東・東北豪雨における道路冠
水箇所等内水氾濫箇所について
明記
　また、内水箇所のＨＰ、町政
報告等で周知

水害統計調査により実施

災害危険区域の指定促進に向けた検討
市内の土砂災害危険区域は２箇所
のみで、指定済み

- - - - - - - - 該当箇所なし
　豪雨による道路冠水箇所を町
として指定し、ハザードマップ
及びＨＰ上で掲載

-

災害対応力の向上にかかる取組 -
茨城県や国土交通省が実施する講
習会に参加

・茨城県や国土交通省が実施する講
習会に参加

九州北部豪雨被災地への職員の派
遣（廃棄物処理担当）

- 各種講習会等への参加 - 研修会等へ参加 各種講習会等への参加 - 各種講習会等へ参加
災害時気象支援資料の提供
臨時アメダスの設置（災害規模及び
社会的影響を考慮し設置を検討）

県職員や市町村職員を対象とした災
害復旧講習会を実施

市町村庁舎や
災害拠点病院
等の施設関係
者への情報伝
達の充実

市町村庁舎や
災害拠点病院
等の機能確保
のための対策の
充実（耐水化、
非常用発電等
の整備）

浸水被害軽減
地区の指定

災害時及び災
害復旧に対する
支援

適切な土地利用
の促進

樋門・樋管等の
施設の確実な運
用体制の確保

河川管理の高
度化の検討

その他

堤防等河川管
理施設の整備
（洪水氾濫を未
然に防ぐ対策）

排水施設、排水
資機材の運用
方法の改善及
び排水施設の
整備等

ドローンによる調査、測量など、ICT 等の最新技術の活用

- 該当施設なし 　境工事事務所との連携

市所有の可搬式ポンプを使用した排
水訓練の実施

- - - - - -

-

洪水予報河川及び水位周知河川１７
河川について洪水浸水想定区域図
を公表済
国土交通省の排水ポンプ車等の操
作講習会に参加

-
樋管操作マニュアルの確立に向けて
操作の委託済

- - - -

-今後計画を作成を検討 計画作成中，訓練実施検討
汚水排水計画は各処理場でマニュ
アル有
訓練は未実施だが実践済み

緊急排水計画の作成及び排水訓練の実施

河川管理施設の調査の実施 土地改良区による管理
国管理河川については，外部委託に
より運用体制を確保。県管理河川に
ついては，未実施。

・施設所有者（管理者）が明確でない
施設がある
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対象外

- 課題なし

古河市 結城市 下妻市 常総市 筑西市 坂東市 桜川市 つくばみらい市 八千代町 五霞町 境町 水戸気象台 茨城県
課題 課題 課題 課題 課題 課題 課題 課題 課題 課題 課題 課題 課題

（１）大規模氾濫減災協議会の設置

（２）円滑かつ迅速な避難のための取組

①情報伝達、避難計画等に関する事項

洪水予報河川及び水位周知河川を対象としたホットライン体制の構築 形骸化する恐れがある ・県とも構築が必要 ・適正に更新する必要がある。 ・県とも構築が必要 実践的な訓練の実施 形骸化する恐れがある 該当河川なし ・形骸化する恐れがある - ・形骸化する恐れがある

　洪水予報河川、水位周知河川
に該当しない宮戸川の内水氾濫
が、町にとっては最も重要事項
の一つであるが、県のホットラ
インの基となる宮戸川水位観測
の基準が不明確なため、適切な
時期にホットラインが伝わるか
懸念（関東・東北豪雨災害時の
被害の主因は宮戸川の決壊）

水位周知河川以外（水位計や基準
水位のない河川）の対応

「避難勧告等に関するガイドライン（H29.1）」に基づく避難勧告等の判断・伝達マニュアルの見
直し

国管理の大河川の浸水想定区域の
見直しへの対応
市内を流れる県管理河川において、
浸水想定が存在しないため、判断・
伝達マニュアルの整備が難しい

市内の県管理河川において、浸水
想定が存在しないため、判断・伝達
マニュアルの整備が難しい

・水位計や基準水位等が無い。 ・見直しが必要
ガイドラインに基づいたマニュアルの
作成

実効性の確保
基となる洪水浸水想定図（水位周知
河川等）がない

・ガイドラインに基づくマニュアルの
見直しが必要。
・洪水浸水想定区域図の見直しに伴
い，マニュアルの見直しが必要。

水位計や基準水位がない
・洪水浸水想定区域図を考慮し，ガ
イドラインに沿ったマニュアル作成が
必要。

　町としては、最大のリスクで
ある利根川の氾濫に備える必要
があるが、一部地区は、内水氾
濫の段階で孤立化するため、気
象、水位を踏まえ内水氾濫まで
か、利根川が危ないのか、を見
極めた避難勧告等の判断が必要

すべての市町村で新ガイドラインに
基づく見直しが行われていない

住民（自治会未加入世帯，高齢者，外国人等）への確実な情報伝達方法の確立

携帯電話によっては緊急速報メール
が受信でき
ない人や防災行政無線が聞こえな
い世帯がある。

多言語に対応していないので，外国
人への情報伝達が不十分

・情報弱者や外国人への伝達方法
が不十分

・情報弱者や外国人への情報伝達
が不十分

・大雨時には防災無線が聞こえにく
い。
・情報弱者や外国人への伝達方法
が不十分

防災ラジオは有償配付としているた
め全戸に配付できていない

・防災無線が聞き取りづらい等意見
有
・アパート入居者への説明

すべての市民に、迅速かつ的確に
情報を伝達するには、複数の情報伝
達手段を構築する必要がある。

情報弱者や外国人への伝達方法が
不十分

・防災行政無線設備の老朽化及び
デジタル化等への対応
・情報弱者や外国人への伝達方法
が不十分

　現在、防災無線のデジタル化に
伴う代替手段が未確立　→　代
替として本研究連携に期待

防災情報ネットワークシステム及び
茨城県水防情報テレメータシステム
の認知度不足

避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成
県管理河川で水位計や基準水位の
ない河川がある

県管理河川で水位計や基準水位の
ない河川がある

・県管理河川に水位計や基準水位
のない河川がある。

・市管理河川の水位情報がない
基準水位がない河川についてのタイ
ムラインの作成

・タイムラインが未作成
・基準水位のない河川がある

タイムラインが未作成

・タイムラインが未作成
・水位計や基準水位のない河川があ
る
・局地的な豪雨に対応したタイムライ
ンの作成が必要

水位計や基準水位がない
・局地的な豪雨に対応したタイムライ
ンの作成が必要

　各行政区の避難勧告の範囲、
タイミングの妥当性について更
なる検討が必要

-

タイムライン（ホットラインを含む）に基づく首長も参加した実践的な訓練 日程調整が困難 タイムラインが未作成
・タイムライン（県管理河川）が未作
成

-
水位周知河川についてのタイムライ
ンが未作成

・タイムラインが未作成
・災対本部設置訓練はおこなってい
るが、水害避難勧告発令を想定した
訓練は未実施

タイムラインが未作成
・タイムラインが未作成
・日程調整が困難

タイムライン未作成
・水位周知河川についてタイムライン
の作成が必要
・日程調整が困難

　災害対策本部の開設時期、避
難勧告の発令のタイミングにつ
いて、更なる検討が必要

-

住民が参加する避難訓練 訓練の規模や日程調整が課題 ・水害に着目した訓練の未実施
・避難所の関係から全市民を対象と
しては実施していない

・水害に着目した訓練の未実施
浸水想定区域内にある避難場所以
外への避難方法の検討

水害に着目した訓練の未実施 訓練の規模（浸水区域等）が不明
・訓練の規模や日程調整が課題
・水害に着目した訓練の未実施

実践的にならない ・訓練の規模が課題
　タイムラインに対する住民の
更なる理解、意識の啓発が必要

-

気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善
（水害時の情報入手のしやすさをサポート）

周知・広報の徹底

水位周知河川の指定推進
社会資本整備審議会での答申に基
づく、水位周知河川の追加指定が必
要

防災情報等に関する説明会の開催 施設管理者の認知度が低い 福祉担当部署との連携が必要
・施設管理者の認知度が低い
・地域防災計画に位置づけがない
 ・対象施設が不明

・施設管理者の認知度が低い
施設管理者の理解度を高める工夫
が必要である

福祉担当部署との連携が必要 対象施設が不明 ・地域防災計画に位置づけがない 施設管理者の認知度が低い
・施設管理者の認知度が低い
・地域防災計画に位置づけがない

・他の施設管理者等の理解促進
が必要
・避難確保計画未作成施設があ
り、今後、町の広域避難にかか
る調査研究結果を踏まえ、作成
を支援

説明した内容をどの位理解されたか 進捗状況の確認

避難確保計画の実行性・継続性確保のための点検 避難確保計画未作成の施設がある

水防法改正や浸水想定区域の拡大
などが重なり対象施設の増加が予
想される，新たに対象となる施設へ
早急に通達する必要がある。

・施設管理者の認知度が低い
・避難確保計画の作成状況の把握
・福祉担当部署との連携が必要

・施設管理者の認知度が低い 避難確保計画の作成状況の把握 福祉担当部署との連携が必要 対象施設が不明 ・避難確保計画の作成状況の把握 避難確保計画が未作成施設がある
・施設管理者の認知度が低い
・避難確保計画が未作成

　施設管理者等の理解促進が必
要

支援の周知・広報 進捗状況の確認

避難行動要支援者個別計画の作成等の促進
情報収集時、地域の支援者の協力
が得られるか

福祉担当部署との連携が必要
・多数の名簿掲載者に対して、支援
者が不足している

・個別計画が未作成 避難行動要支援者の把握が困難 福祉担当部署との連携が必要 個別計画が未作成 ・個別計画が未作成 個別計画が未作成 ・個別計画が未作成
　要配慮者の把握、特に対象者
の理解、意思確認が不十分

進捗状況の確認

取組について、国・県・市で調整・連
携をしていく必要がある。

実施する施策 取組内容

大規模氾濫減
災協議会の設
置

県管理河川を対象として，国，県，市町村，関係機関からなる減災対策協議会及び幹事会を設
置し，減災の取組の継続性及び実効性が確保される仕組みを構築する

取組について、国・県・市で調整・連
携をしていく必要がある。

取組について、国・県・市で調整・連
携をしていく必要がある。

取組について，国や県と調整・連携
をしていく必要がある

避難勧告等発
令の対象区域、
判断基準等の
確認（水害対応
タイムライン）

該当河川なし ・県防災メールの内容のみ配信 -
運用基準や手順を記したマニュアル
がない。

　国・県の減災協議会におい
て、下記の実情を踏まえ地域と
して連携をするために、国・
県・町で調整連携していく必要
がある
　　　　　　　記
　地域の特性上、県管理河川で
ある宮戸川の氾濫は、即町の中
心部の孤立化に直結（関東・東
北豪雨災害の教訓）
　そのため、利根川氾濫の可能
性がある場合は、一部の地域は
既に避難困難
（そのため、河川情報は極めて
重要と認識）

分かりやすい水位情報の提供

県管理河川において広域避難計画
の必要性の確認

国・県合わせて10箇所減災対策協
議会の委員・幹事となっているため
開催への対応が課題

減災の取組の継続性及び実効性の
確保

・取組について、国・県・市で調整・
連携をしていく必要がある。

・取組について，国・県・市で調整・
連携をしていく必要がある

取り組みについて、国・県・市で調
整・連携をしていく必要がある。

取り組みについて、国・県・市で調
整・連携をしていく必要がある

取組について、国、県、市町で調整
連携をしていく必要がある

・取組について，国・県・町で調整・
連携をしていく必要がある

洪水時における
河川管理者から
の情報提供等
（ホットラインの
構築）

水害危険性の
周知促進

要配慮者利用
施設における避
難計画の作成
及び避難訓練
の実施

ICTを活用した
洪水情報の提
供

隣接市町村にお
ける避難場所の
設定（広域避難
体制の構築）等

プッシュ型の洪水予報等の情報発信 -
一部（区長、消防団）への一斉音声
着信通知システムは導入している

該当河川なし
・洪水予報河川しか対応していな
い。

洪水予報がない
・洪水予報河川しか対応していな
い。

　現在、防災無線のデジタル化
に伴う効果的な代替手段につい
て検討中であり、本研究連携に
期待

広域避難計画の策定
実際の運用の際に使用するマニュア
ルの整備等

市内において，広域避難対象地域
の該当なし。

・広域避難が必要な地域、避難者数
等の把握
・他自治体との連携、住民の理解及
び周知

・県内市町村の広域避難計画が明
確になっていない。

広域避難が必要な地域の把握

・広域避難に係る避難先自治体との
調整
・利根川については関係自治体で協
議会を設置している

基となる洪水浸水想定図（水位周知
河川等）がない

・更新された浸水想定区域図の範囲
において，広域避難が必要な人口が
不明
・広域避難に係る避難先自治体との
調整

洪水浸水想定区域図がない

・更新された浸水想定区域図の範囲
において，広域避難が必要な人口が
不明
・広域避難に係る避難先自治体との
調整

　各行政区の避難勧告の範囲、
タイミングの妥当性、避難方向
等について更なる検討が必要

参考資料（２）【課題】
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対象外

- 課題なし

古河市 結城市 下妻市 常総市 筑西市 坂東市 桜川市 つくばみらい市 八千代町 五霞町 境町 水戸気象台 茨城県
課題 課題 課題 課題 課題 課題 課題 課題 課題 課題 課題 課題 課題

実施する施策 取組内容

参考資料（２）【課題】

②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

洪水ハザードマップの更新・周知 予算の確保
洪水浸水想定区域図の発表後作成
を検討。

・基となる洪水浸水想定図（水位周
知河川等）がない県管理河川があ
る。

・周知に工夫が必要
基となる洪水浸水想定区域図がな
い河川についての周知方法

・予算の確保
・基となる洪水浸水想定区域図（県
管理河川）がない

基となる洪水浸水想定図（水位周知
河川等）がない

・予算の確保 洪水浸水想定区域図がない ・予算の確保

 　水害リスクに応ずる各地域の
避難方向、要領等について具体
化（妥当性）し、マップへの反
映が必要

社会資本整備審議会での答申に基
づく、水位周知河川の追加指定が必
要

内水ハザードマップの作成・周知
雨水管きょお及び都市下水路等の
雨水施設の早期整備

関係課と協議が必要
・基となる内水浸水想定区域図がな
い。

・基となる内水浸水想定区域図がな
い

基となる内水浸水想定区域図がな
い。

基となる内水浸水想定区域図がな
い

基となる内水浸水想定図がない
・基となる内水浸水想定区域図がな
い

内水浸水想定区域図がない ・内水浸水想定区域がない

　雨の降る地域、量により、冠
水状況・冠水時期が異なるた
め、多くのパターンが存在
（固定観念を懸念）

県内に内水浸水想定区域図の事例
がない

まるごとまちごとハザードマップの作成・拡充
どの程度まで実施すればいいのか
わからない

今後作成を検討
・ハザードマップが未更新（H29年度
更新予定）
・流域で同規格とする必要がある

・想定最大規模の浸水に対して住民
の理解が得られにくい

予算の確保 一部のみの実施である
基となる洪水浸水想定図（水位周知
河川等）がない

・どの程度まで実施すればいいのか
わからない

洪水浸水想定区域図がない
・どの程度まで実施すればいいのか
わからない

　最悪、町外への広域避難を前
提とし、内水氾濫を踏まえた研
究成果をもって作成が必要

-

【再掲】住民（自治会体未加入世帯，高齢者，外国人等）への確実な情報伝達方法の確立

携帯電話によっては緊急速報メール
が受信でき
ない人や防災行政無線が聞こえな
い世帯がある。

多言語に対応していないので，外国
人への情報伝達が不十分

・情報弱者や外国人への伝達方法
が不十分

・情報弱者や外国人への情報伝達
が不十分

・大雨時には防災無線が聞こえにく
い。
・情報弱者や外国人への伝達方法
が不十分

防災ラジオは有償配付としているた
め全戸に配付できていない

・防災無線が聞き取りづらい等意見
有
・アパート入居者への説明

・防災無線設備の老朽化及びデジタ
ル化等への対応
・情報弱者や外国人への伝達方法
が不十分

情報弱者や外国人への伝達方法が
不十分

・防災行政無線設備の老朽化及び
デジタル化等への対応
・情報弱者や外国人への伝達方法
が不十分

　現在、防災無線のデジタル化に
伴う代替手段が未確立　→　代
替として本研究連携に期待

防災情報ネットワークシステム及び
茨城県水防情報テレメータシステム
の認知度不足

浸水実績の把握及び周知 正確な浸水実績が把握できていない
正確な浸水範囲や実績が集計でき
ていない

・正確な浸水範囲や実績が集計でき
ていない
・浸水した範囲の把握が困難

・浸水範囲の把握が困難
正確な浸水実績を把握することが困
難

正確な浸水実績が把握できていない 浸水実績の調査が難しい
・正確な浸水実績が把握できていな
い
・浸水した範囲の把握が困難

正確な浸水実績が把握できていない
・正確な浸水実績が把握できていな
い
・浸水した範囲の把握が困難

水位周知河川に該当しないた
め、宮戸川水位観測の基準が不
明確

正確な浸水範囲や実績が集計
（データベース化）できていない

水害の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置 -
・水害に特化した窓口の設置は難し
い

・水害に特化した窓口の設置は難し
い

・水害に特化した窓口の設置は難し
い

住民が事前準備をする際の問い合
わせ先がない。

水害対応について特化した窓口は
設置していない

-
・住民が事前準備をする際の問い合
わせ先がない

住民が事前準備する際の問合せ先
がない

-
　電話対応により災害対策活動
に制約

対応窓口が少ない

水防災に関する啓発・説明会（及び避難訓練）の実施 - 水防災に関する認識が低い ・開催場所の選定に苦慮する -
説明会等を実施する場合の内容の
検討

休日夜間に開催することが多く、説
明職員派遣体制に苦慮

水害考慮は、桜川流域の一部行政
区

・説明会等を行う内容の検討 水防災に関する認識が低い ・住民の水防災に関する認識が低い
　災害対策本部の開設時期、避
難勧告の発令のタイミングにつ
いて、更なる検討が必要

-

教員を対象とした講習会の実施

各学校それぞれ地理的条件や、学
校での安全教育の方針等の差異が
あり、研修内容の取りまとめが難し
い。

・講習内容、日程等の調整 ・講習内容、日程等の調整 ・ニーズの把握が難しい 講習会の内容の検討 教育機関との連携を図る必要がある 学校側が忙しく、聞き流しの状況 ・講習会を行う内容の検討 水防災に関する認識が低い ・教員の水防災に関する認識が低い 　更なる教員の理解促進が必要
気象台の職員が少ない（マンパワー
の不足）

-

小学生を対象とした防災教育の実施
地域の防災活動等に関心をもち，自
分たちにできる取組を進める必要が
ある。

学校関係者との授業数に関しての
調整

全学年での実施が難しい。（1年生と
6年生では理解度が異なるため）

-
学校関係者との授業数に関しての
調整

教育機関との連携を図る必要がある 学校との調整
・水防災に関する認識を高める機会
がない

水防災に関する認識を高める機会
が少ない

・水防災に関する認識を高める機会
がない

　学校と連携し、更なる小学生
の理解促進が必要

気象台の職員が少ない（マンパワー
の不足）

-

出前講座等を活用した講習会の実施 -
水防災に関する認識を高める機会
が少ない

・申込みが少ない -
住民からのニーズ及び講習内容の
検討

広く市民全体を対象としたものでは
ない

開催場所のと調整
・水防災に関する認識を高める機会
がない

水防災に関する認識を高める機会
が少ない

・水防災に関する認識を高める機会
がない

　他の施設管理者等の理解促進
が必要

気象台の職員が少ない（マンパワー
の不足）

-

③円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況を把握・伝達するための基盤の整備 - 県管理河川において整備が必要
・市独自で設置することは予算的に
困難

・市独自で設置することは予算的に
困難

観測施設の未設置箇所の対応が困
難

市独自で設置するための予算確保
が困難

整備する必要がある箇所が不明
・観測施設の未設置箇所の対応が
困難

全河川の水位計整備困難
・観測施設の未設置箇所の対応が
困難

　水位周知河川に該当しない宮
戸川の内水氾濫が、町にとって
は最も重要事項の一つである
が、宮戸川水位観測の基準が不
明確なため、適切な時期にホッ
トラインが伝わるか懸念（関
東・東北豪雨災害時の被害の主
因は宮戸川の決壊）

（３）的確な水防活動のための取組

①水防体制の強化に関する事項

水防活動を支援するための新技術を活用した水防資機材等の配備 - - - - - - - - - - - -

【再掲】水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練の実施 - - ・通信設備が未整備 - 実践的な訓練の実施 特になし 特になし
消防団全体での伝達訓練を実施し
ていない。

新入団員等への周知不足 ・実際の訓練を行っていない
　情報の確実性を期すため、音
声の他、文字配信機能追加につ
いて検討

-

水防団や地域住民が参加する洪水に対しリスクが高い区間の共同点検 - - ・地域住民との日程調整 - 地域住民との日程調整 参加者の確保
水害リスクが高い区間が不明（無い
と思われる）

・地域住民の日程調整
・地域住民の参加が難しい

リスクの高い区間が不明
・水防団や地域住民の日程調整
・地域住民の参加が難しい

- 共同点検の継続が必要

水防活動の担い手となる水防団員・協力団体の募集・指定を促進 - -

・水防団員（消防団員）の安全確保
や負担軽減が必要
・水防団員（消防団員）の確保が難し
い

-
地域の人材不足による水防団員（消
防団員）の減少

消防団員のなり手の確保に苦慮 団員の減少、入団希望者が少ない ・消防団員の高齢化，減少 担い手不足
・水防団員（消防団員）の確保が困
難

　　現在、１００％確保しているが、今
後水防団員（消防団員）の確保が困
難

団員募集の効果的な広報の実施が
必要

水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練の実施 - - ・通信設備が未整備 - 実践的な訓練の実施 特になし 特になし
消防団全体での伝達訓練を実施し
ていない。

新入団員等への周知不足 ・実際の訓練を行っていない
　情報の確実性を期すため、音
声の他、文字配信機能追加につ
いて検討

関係機関との連携強化

関係機関が連携した実働水防訓練の実施 - - ・開催地となった場合の予算確保 - 指導者不足 特になし 訓練を行う河川がない ・指導者不足 - ・指導者不足 - 関係機関との連携強化

関係機関が連携した実働水防訓練の実施 - - ・開催地となった場合の予算確保 - 指導者不足 特になし 訓練を行う河川がない ・指導者不足 - ・指導者不足 - 関係機関との連携強化

地域の建設業者による水防支援体制の検討・構築 - - - -
協定内容に水防支援について明確
になっていない。

建設業者による支援体制等が構築
できていない

支援体制の構築ができていない - -
・建設業者による支援体制等が構築
できていない

- -

②市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項

- 本庁舎が浸水想定区域外に立地 ・情報伝達訓練の検討が必要 ・今後の検討が必要 - - - -
担当以外の県防災情報ネットワーク
システムの操作方法の習得

-
福祉施設と要配慮者の避難におけ
る医療関係機関等との連携につい
て未構築

社会資本整備審議会での答申に基
づく、水位周知河川の追加指定が必
要
県防災情報ネットワークシステムの
操作方法の周知

水害時に行政機能を維持するBCPの策定 - 検討中 ・BCP全般が未実施 ・策定が必要 市BCPの早期策定

本庁舎が浸水区域内に立地してい
るが、かさ上げ対応済みのため、業
務フロアが浸水することはない見込
み

浸水区域に行政機関があるか不明 ・庁舎が浸水区域内に立地(小貝川) 庁舎が浸水区域外に立地 ・庁舎が浸水区域内に立地 　ＢＣＰ計画未策定

洪水予報（県・国）、土砂災害警戒情
報（県）の共同発表において、どちら
か一方の官署がダウンした場合「強
制発表」を行うが両官署ダウンした
場合の代行処置は決められていな
い。

社会資本整備審議会での答申に基
づく、水位周知河川の追加指定が必
要

幹線道路，鉄道や市役所など重要施設の浸水対策
市役所：電源及びその他設備の浸
水対策

担当課との調整が必要
・施設管理者と未協議のため実態を
把握していない
・本庁舎は浸水想定区域でない

-
全ての重要施設について浸水対策
が必要であるかが不明

幹線道路、病院等の浸水対策が不
明

浸水区域に重要施設があるか不明 ・庁舎が浸水区域内に立地(小貝川) 洪水浸水想定区域図がない
・庁舎が浸水区域内に立地
・浸水区域に重要施設があるか不明

市役所：電源及びその他設備の浸
水対策

支援の周知・広報
社会資本整備審議会での答申に基
づく、水位周知河川の追加指定が必
要

浸水時においても災害活動を継続するための施設の整備及び自家発電装置等の耐水化 非常用電源が未整備施設への整備 本庁舎が浸水想定区域外に立地
・施設管理者と未協議のため実態を
把握していない
・本庁舎は浸水想定区域でない

-
全ての重要施設について把握するこ
とが困難

平常時の管理 庁舎が浸水区域内にあるか不明 ・庁舎が浸水区域内に立地(小貝川) - ・庁舎が浸水区域内に立地 非常用電源が未整備施設への整備 自家発電障害の場合対応
社会資本整備審議会での答申に基
づく、水位周知河川の追加指定が必
要

水害に対応した企業BCP策定への支援 - BCP策定状況の把握
・市BCPが未策定
・水防災に関する認識の啓発が必要

・市ＢＣＰが未策定 BCP策定状況の把握
事業所等にBCPの必要性が浸透し
ていない

該当する企業が不明 ・該当する企業が不明 水防災に関する認識が低い ・水防災に関する認識が低い ＢＣＰ策定状況の把握 - -

危機管理型水
位計、河川監視
用カメラの整備

水防訓練の充
実

水防に関する広
報の充実（水防
団確保に係る取
組）

市町村庁舎や
災害拠点病院
等の施設関係
者への情報伝
達の充実

市町村庁舎や
災害拠点病院
等の機能確保
のための対策の
充実（耐水化、
非常用発電等
の整備）

水防団間での連
携、協力に関す
る検討

重要水防箇所
の見直し及び水
防資機材の確
認

水害ハザード
マップの改良、
周知、活用

浸水実績等の
周知

防災教育の促
進

想定最大規模
の洪水に係る浸
水想定区域図
等の作成と周知

想定最大規模降雨による浸水想定区域図，家屋倒壊危険区域の公表
社会資本整備審議会での答申に基
づく、水位周知河川の追加指定が必
要

水位計等の観測機器の増設が必要
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対象外

- 課題なし

古河市 結城市 下妻市 常総市 筑西市 坂東市 桜川市 つくばみらい市 八千代町 五霞町 境町 水戸気象台 茨城県
課題 課題 課題 課題 課題 課題 課題 課題 課題 課題 課題 課題 課題

実施する施策 取組内容

参考資料（２）【課題】

（４）氾濫水の排水，浸水被害軽減に関する取組

浸水実績の把握及び周知 正確な浸水実績が把握できていない
正確な浸水範囲や実績が集計でき
ていない

・正確な浸水範囲や実績が集計でき
ていない
・浸水した範囲の把握が困難

・浸水範囲の把握が困難
正確な浸水実績を把握することが困
難

正確な浸水実績が把握できていない 浸水実績の調査が難しい
・正確な浸水実績が把握できていな
い
・浸水した範囲の把握が困難

正確な浸水実績が把握できていない
・正確な浸水実績が把握できていな
い
・浸水した範囲の把握が困難

　水位周知河川に該当しないた
め、宮戸川水位観測の基準が不
明確

正確な浸水範囲や実績が集計
（データベース化）できていない

（５）河川管理施設の整備等に関する事項

財政的制約がある中，着実に治水効果を発現させるため，背後地の人口・資産状況や近年の
浸水被害状況等を勘案して，治水対策の重点化・効率化を進める。

治水対策の重点化・効率化

ため池や既存調整池などの施設管理者と連携し，その機能の保全・有効活用し，貯留機能を
最大限確保する。

- - ・流出促成対策の必要性が不明 - ため池の管理者が不明
ため池等の管理者が不明、全体数
が不明

ため池の管理者が不明
・ため池等の管理者が不明，全体数
が不明

全体数が不明 ・該当施設を把握していない
　豪雨時における町で管理する
染谷川の越水に起因する道路冠
水（20mm程度で冠水）

貯める対策の推進

出水期前の河川総点検の実施 -

点検結果を踏まえ，人家連担地域を中心に流木及び土砂撤去など適切な維持管理を実施
堤防等の変状の発見や補修，堆積
土砂の撤去など適切な維持管理

地域の安全度をバランス良く向上させるため，近年の浸水被害状況や現況流下能力等を踏ま
えて，治水対策を行う。

上流部・中流部において浸水被害が
発生している。
河川堤防など多くの未整備箇所の
整備が必要

近年の降雨状況を踏まえ，河川整備計画の策定促進と適切な見直し -

【再掲】出水期前の河川総点検の実施 -

【再掲】点検結果を踏まえ，人家連担地域を中心に流木及び土砂撤去など適切な維持管理を
実施

堤防等の変状の発見や補修，堆積
土砂の撤去など適切な維持管理

（６）減災・防災に関する国の支援

浸水実績の把握及び周知 正確な浸水実績が把握できていない
正確な浸水範囲や実績が集計でき
ていない

・正確な浸水範囲や実績が集計でき
ていない
・浸水した範囲の把握が困難

・浸水範囲の把握が困難
正確な浸水実績を把握することが困
難

正確な浸水実績が把握できていない 浸水実績の調査が難しい
・正確な浸水実績が把握できていな
い
・浸水した範囲の把握が困難

正確な浸水実績が把握できていない
・正確な浸水実績が把握できていな
い
・浸水した範囲の把握が困難

　水位周知河川に該当しないた
め、宮戸川水位観測の基準が不
明確

正確な浸水範囲や実績が集計
（データベース化）できていない

災害危険区域の指定促進に向けた検討 - ・災害危険区域の実態が不明 ・災害危険区域の実態が不明 ・災害危険区域の実態が不明 災害危険区域の実態が不明 災害危険区域の実態が不明 該当区域が不明（無いと思われる） ・災害危険区域の実態が不明 災害危険区域の実態が不明 ・災害危険区域の実態が不明 - 先進事例の収集と情報共有

災害対応力の向上にかかる取組 災害復旧経験者（技術者）の不足 災害復旧経験者（技術者）の不足
・災害復旧経験者（技術者）の不足
・市での技術支援は難易度が高い

- 災害復旧経験者の不足 災害復旧経験者不足 災害復旧経験者不足 ・災害復旧経験者（技術者）の不足 災害復旧経験者の不足 ・災害復旧経験者（技術者）の不足 災害復旧経験者の不足 - 職員の技術力向上

適切な土地利用
の促進

災害時及び災
害復旧に対する
支援

浸水被害軽減
地区の指定

樋門・樋管等の
施設の確実な運
用体制の確保

河川管理の高
度化の検討

排水施設、排水
資機材の運用
方法の改善及
び排水施設の
整備等

堤防等河川管
理施設の整備
（洪水氾濫を未
然に防ぐ対策）

その他

ドローンによる調査、測量など、ICT 等の最新技術の活用

緊急排水計画の作成及び排水訓練の実施 不明水対策 排水計画が未作成 ・排水計画が未作成 ・排水計画が未策定

河川管理施設の調査の実施
操作員の高齢化、施設更新費用の
負担

・施設管理者（土地改良区）との連絡
調整がされていない

・管理施設が把握できていない -

-

社会資本整備審議会での答申に基
づく、水位周知河川の追加指定が必
要

-

排水計画が未作成
国の排水ポンプ車貸与により使用で
きるよう国実施の使用訓練へ参加し
ている

排水が必要な地域が不明（無いと思
われる）

・排水設備を所有していない 大規模な排水設備を所有していない ・排水設備を所有していない
内水氾濫箇所に対する調整池及び
排水管の整備

管理者が不明 市が管理する施設無し 河川管理施設が把握できていない ・管理施設が多く人手不足 管理者が不明 土地改良区との連携
・施設管理者（土地改良区）との連絡
調整がされていない
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対象外

- 取組予定なし

（カッコ書き） 開始年次

古河市 取組内容 下妻市 常総市 筑西市 坂東市 桜川市 つくばみらい市 八千代町 五霞町 境町 水戸気象台 茨城県
今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組

（１）大規模氾濫減災協議会の設置

（２）円滑かつ迅速な避難のための取組

①情報伝達、避難計画等に関する事項

洪水予報河川及び水位周知河川を対象としたホットライン体制の構築
各事務所が主導となり実施していた
だいている訓練に継続的に参加す
る。（H30～）

訓練実施について検討する。（H30
～）

・県と協議し、実効性のあるものにし
ていく（継続実施）

常総工事事務所長と市長のホットラ
イン体制の整備済（H29）
毎年度，連絡網を更新する（H30～)

ホットライン体制の構築と毎年度連
絡網を更新する。（H30～）

毎年度、連絡網を更新する。（H３０
～）

毎年度、連絡網を更新する。（H３０
～）

・構築されたホットラインの該当者へ
の周知徹底と情報の毎年更新。（H３
０～）
・毎年度、連絡網を更新する。（H３０
～）

-

・構築されたホットラインの該当者へ
の周知徹底と情報の毎年更新。（H３
０～）
・毎年度、連絡網を更新する。（H３０
～）

　境工事事務所と連携し、宮戸
川の氾濫に関する基準、ホット
ラインのタイミングについて認
識を統一する必要があるものと
思料
　→宮戸川を水位周知河川対象
としてできれば指定しいただけ
るよう要望（未定）

引き続き，洪水予報河川及び水位周
知河川以外での水位情報の提供

「避難勧告等に関するガイドライン（H29.1）」に基づく避難勧告等の判断・伝達マニュアルの見
直し

利根川、渡良瀬川、思川の浸水想
定区域の見直しをマニュアルに反映
する。（H30～）

・マニュアルの作成を検討する（H30
～）

・マニュアルの作成を検討する（H30
～）

・地域防災計画の見直しに併せ，見
直し予定（～H30年度）

マニュアル作成について検討する。
（H30～）

庁内共通認識の徹底を図る（H３０
～）

マニュアルの作成の検討（未定）
地域防災計画の改訂を踏まえ、マ
ニュアル等の改訂を行う（H30～）

水位計整備の検討をする（H30以
降）

・ガイドラインを参照するとともに気
象庁の流域雨量指数による予測等
を活用しマニュアルの見直しを検討
する。（H３０～）

　本年度の共同研究の成果を踏ま
え、利根川を対象としたタイムライン
の修正、ハザードマップ（逃げ時マッ
プ）への反映、避難訓練での住民意
識の啓発等を実施（H30～）

新ガイドラインに基づき見直しが進
むよう，引き続き，必要に応じて助言
等を実施

住民（自治会未加入世帯，高齢者，外国人等）への確実な情報伝達方法の確立
出前講座、広報紙を通して幅広い情
報伝達手段を市民へ周知していく。
（未定）

情報弱者や外国人への伝達方法を
検討する（H30以降）

・防災行政無線のデジタル化を推進
する（H30～）

・総務省と協力し，防災無線の戸別
受信機を設置し，情報伝達の実証実
験を行う。（H29）

確実な情報伝達方法について検討
する。（H30～）

防災ラジオ配付率の向上を図る（H３
０～）

・防災無線のエリアの見直し（未定）
・防災カルテにて情報の収集（H29
～）

茨城放送のラジオ放送での避難情
報の呼びかけを行う災害協定を検
討中（H29～）

情報弱者や外国人への伝達方法を
検討する（H30以降）

・設備更新を段階的に実施（H３０
～）
・情報弱者や外国人への情報伝達
方法について検討する（H３０～）

　スマホを利用した新たな情報
伝達手段について、本年度の実
証実験の成果を踏まえ事業化予
定(H30～)

防災情報ネットワークシステム（茨城
県防災・危機管理ポータルサイト）や
茨城県テレメータシステムの操作訓
練や住民への周知を実施（Ｈ２９～）

避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成
タイムラインの周知方法を検討す
る。（H29～）

・県管理河川の情報を収集し検討す
る（H30～）
・早期の水位計設置を要望していく
（未定）

・県・市管理河川の情報を収集し検
討する（H30～）
・早期の水位計設置を要望していく
（未定）

・県管理河川について作成中(H29
～)

基準水位の変更を踏まえたタイムラ
インを作成する。（H30～）

洪水予報河川(水位周知河川）につ
いて、関係機関と調整しながらタイム
ライン作成を検討する（H３０～）

タイムラインの作成の検討（未定）

・洪水予報河川(水位周知河川）につ
いて，県と調整しながらタイムライン
を作成する（H３０～）

水位計整備の検討をする（H30以
降）

・現在ある水害チェックリストを参考
にしながら，タイムラインの作成を実
施。（H３０～）
・気象庁の流域雨量指数を活用した
雨量等でのタイムライン作成を検討
する。（H３０～）

　上記共同連携事業の成果を踏
まえ、来年度に修正予定（H30
～）

引き続きタイムライン作成を行う
その他の河川について気象情報等
により対応できるか検討する

タイムライン（ホットラインを含む）に基づく首長も参加した実践的な訓練 訓練実施について検討する（H30～）
訓練実施について検討する。（H30
～）

・タイムライン作成後に訓練実施を
検討する（H32～）

・継続実施（H30～）
タイムラインを作成し訓練実施につ
いて検討する。（H30～）

災害対策本部設置訓練もしくは防災
訓練の中（一部で）で取り組んでいく
（H３０～）

タイムライ作成後検討（未定）

・タイムラインを作成し，訓練実施に
ついて検討する。（H３０～）
・市防災訓練の中（一部で）で取り組
んでいく。（H３０～）

総合防災訓練の中での実施を検討
する（H30以降）

・タイムラインを作成し，訓練実施に
ついて検討する。（H３０～）
・町防災訓練の中（一部で）で取り組
んでいく。（H３０～）

　上記共同連携事業の成果を踏
まえ、来年度以降避難訓練の場
で練成（H30～）

市町村の図上型防災訓練の実施を
支援

住民が参加する避難訓練 継続実施
避難訓練の実施について検討する。
（H30～）

・継続して実施していく ・実施を検討（Ｈ30～）
避難訓練の実施について検討する。
（H30～）

防災訓練の中（一部で）で取組みを
検討（H３０～）

ハザードマップ作成後検討（未定）
・水害に特化した訓練実施について
検討する（H３０～）

規模や内容を工夫して継続する
（H30以降）

・今後も継続して実施する。（H３０
～）
・水害に特化した訓練実施について
検討する（H３０～）

　防災講話等による住民意識の
啓発の他、境町の５個行政地区
を、各地区持ち回りで保何訓練
を実施し、タイムラインに基づ
く行動について理解を促進（H29
～）

引き続き実施

気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善
（水害時の情報入手のしやすさをサポート）

検証し精度の向上を計る

水位周知河川の指定推進
水位周知河川への指定基準を策定
し、指定を検討する（Ｈ２９～）

防災情報等に関する説明会の開催

見直しのあった洪水浸水想定区域
図内にあるよう配慮者施設を再調査
し、地域防災計画を更新し、対象施
設へ防災情報の提供を行う。（H30
～）

見直しのあった洪水浸水想定区域
図内にあるよう配慮者施設を再調査
し、地域防災計画を更新し、対象施
設へ防災情報の提供を行う。（H30
～）

・施設管理者への説明会を実施
（H30～）
・洪水浸水想定区域図内にある要配
慮者利用施設を把握し、地域防災計
画への位置づけを検討する。（H30
～）

・説明会の実施を検討する(H30～)
施設管理者への説明を検討する。
（H30～）

福祉担当部署や関係機関との連携
を図りつつ取り組む（H３０～）

対象施設の調査（未定）

・防災計画への施設の位置づけを行
う。（H２９～）
・洪水浸水想定区域図内にある要配
慮者利用施設を把握し，地域防災計
画への位置づけを検討する。（H２９
～）

施設管理者への理解を図る（H30以
降）

・施設管理者への説明会を実施。（H
３０～）
・防災計画への施設の位置づけを行
う。（H３０～）
・洪水浸水想定区域図内にある要配
慮者利用施設を把握し，地域防災計
画への位置づけを検討する。（H３０
～）

　共同連携事業の成果を踏ま
え、施設管理者等の理解促進及
び計画作成に資する説明会を実
施（H30～）

逃げ遅れゼロに向け引き続き対応し
ていく

進捗状況について情報共有を行う
（Ｈ３０～）

避難確保計画の実行性・継続性確保のための点検

計画策定の確実な実施を市からも
支援できるよう関係部局とも連携し
ていく。避難確保計画を市に提出す
るよう依頼する。（H29～）

計画策定の確実な実施を市からも
支援できるよう関係部局とも連携し
ていく。避難確保計画を市に提出す
るよう依頼する。（H29～）

・施設管理者への説明会を実施
（H30～）
・要配慮施設の所管課を通じて、避
難計画の策定推進を図る。（H30～）
・洪水浸水想定区域図内にある要配
慮者利用施設を把握し、地域防災計
画への位置づけを検討する。（H30
～）

・説明会の実施を検討する(H30～)
施設管理者への説明を検討する。
（H30～）

福祉担当部署や関係機関との連携
を図りつつ取り組む（H３０～）

対象施設の調査（未定）

・洪水浸水想定区域図内にある要配
慮者利用施設を把握し，地域防災計
画への位置づけを検討する。（H２９
～）

施設の所管課を通じて計画策定の
推進を図る（H30以降)

・施設管理者への説明会を実施。（H
３０～）
・災害支援協定連絡会議や要配慮
施設の所管課を通じて、避難計画策
定の策定推進を図る。。（H３０～）
・洪水浸水想定区域図内にある要配
慮者利用施設を把握し，地域防災計
画への位置づけを検討する。（H３０
～）

　共同連携事業の成果を踏ま
え、施設管理者等の理解促進及
び計画作成の援助（H30～）

継続した避難確保計画作成の支援
進捗状況について情報共有を行う
（Ｈ３０～）

避難行動要支援者個別計画の作成等の促進
避難行動要支援者個別計画の作成
に向けて検討（未定）

今後も福祉担当部署と調整し，実施
する。（継続実施）

・防災主管課と関係各課と協議する
（H30～）

・説明会の実施を検討する(H30～) -
福祉担当部署や関係機関との連携
を図りつつ取り組む（H３０～）

担当課と調整し、作成を進める（未
定）

・関係部局と調整し，避難行動要支
援者の把握を行う（H３０～）。
・個別計画の計画作成について検討
する（H３０～）。

関係課と調整し、計画作成を進める
（H30以降）

・民生委員などの協力を得ながら計
画作成を進めていく（H３０～）。

　完成した、要配慮者支援（H30
～）

進捗状況について情報共有を行う
（Ｈ３０～）

取組内容（案）実施する施策

大規模氾濫減
災協議会の設
置

水害危険性の
周知促進

洪水時における
河川管理者から
の情報提供等
（ホットラインの
構築）

避難勧告等発
令の対象区域、
判断基準等の
確認（水害対応
タイムライン）

ICTを活用した
洪水情報の提
供

隣接市町村にお
ける避難場所の
設定（広域避難
体制の構築）等

要配慮者利用
施設における避
難計画の作成
及び避難訓練
の実施

引き続き対応していく
協議会における取組方針の推進（Ｈ
２９～）

県管理河川を対象として，国，県，市町村，関係機関からなる減災対策協議会及び幹事会を設
置し，減災の取組の継続性及び実効性が確保される仕組みを構築する

引き続き、各関係機関と連携し、減
災対策に取り組んでいく。（H30～）

・減災の取組の継続性及び実効性
が確保される仕組みを構築していく
（H３０～）

・協議会へ積極的に参加する（H30
～）

・減災の取組の継続性及び実効性
が確保される仕組みを構築していく
（H３０～）

減災の取組の継続性及び実効性が
確保される仕組みを構築していく
（H30～）

減災の取り組みの持続性及び実効
性が確保される仕組みを構築してい
く（H30～）

継続、実効性がある仕組みを構築し
ていく（H30以降）

・減災の取組の継続性及び実効性
が確保される仕組みを構築していく
（H３０～）

引き続き、各関係機関と連携し、減
災対策に取り組んでいく。（H30～）

減災の取組の継続性及び実効性が
確保される仕組みを構築していく。
(H30～）

・減災の取組の継続性及び実効性
が確保される仕組みを検討していく
（未定）

防災情報メール配信機能の広報（Ｈ
２９～）

広域避難に関するガイドラインを策
定する（Ｈ２９～）

国管理の一級河川のプッシュ型の情
報発信等を参考に情報収集する（H
３０～）

-
・今後国管理の一級河川のプッシュ
型の情報発信等を参考に情報収集
する（H３０～）。

必要性について検討する（H30以降）

・今後国管理の一級河川のプッシュ
型の情報発信等を参考に情報収集
する（H３０～）。
・国や県のシステムを利用を検討す
る（H３０～）。
・プッシュ型の情報発信の必要性に
ついて県と協議を行う（H３０～）

　スマホを利用した新たな情報
伝達手段について、本年度の実
証実験の成果を踏まえ事業化予
定(H30～)

協議会等を通して関係自治体との調
整を行う（H３０～）

ハザードマップ作成後検討（未定）
・浸水エリアに入る人口を把握し，市
内施設で収容しきれるが検討する
（H３０～）

過去の洪水実績把握に努める（H30
以降）

・浸水エリアに入る人口を把握し，町
内施設で収容しきれるが検討する
（H３０～）。
・協議会を通して避難先自治体との
調整を行う（H２９～）。

-
マニュアル作成について検討する。
（H30～）

・広域避難に関するガイドラインを策
定する（H29～）
・県の減災対策協議会が主体とな
り、広域避難県計画を策定すること
が必要（未定）

・県の減災対策協議会が主となり，
国の減災対策協議会と連携し，広域
市町村圏内の計画を策定することが
急務である。（未定）

　共同研究事業の成果に基づく
計画の修正（H30～）

プッシュ型の洪水予報等の情報発信

広域避難計画の策定
協定の担当者会議で検討を進める
（H29～)

-
県で作成するガイドラインにより検討
する。（H30～）

利根川水系の配信がH30.5に開始
予定と聞いている。

国管理の一級河川のプッシュ型の情
報発信等を参考に情報収集する（未
定）

・国や県のシステムの利用を検討す
る（H31～）

参考資料（３）【概ね５年で実施する取組】
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対象外

- 取組予定なし

（カッコ書き） 開始年次

古河市 取組内容 下妻市 常総市 筑西市 坂東市 桜川市 つくばみらい市 八千代町 五霞町 境町 水戸気象台 茨城県
今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組

取組内容（案）実施する施策

参考資料（３）【概ね５年で実施する取組】

②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

想定最大規模降雨による浸水想定区域図，家屋倒壊危険区域の公表

洪水ハザードマップの更新・周知
増刷したハザードマップを、公共施
設等に設置し、市民の目に触れやす
い環境を整備する。（H29～）

・県管理河川の洪水ハザードマップ
の掲載を検討（未定）

・県管理河川の洪水ハザードマップ
の掲載を検討（H29～）

・H29更新済，H30配布予定 ハザードマップを作成し周知を図る。
（H30）

H30当初予算に要求を行い、新浸水
想定区域（利根川）に対応したマップ
に改訂する（H３０～）

過去の洪水実績の調査及びハザー
ドマップ作成の検討（未定）
桜川浸水想定区域調整会議への参
加（12/20予定）

年度内中に、ハザードマップ更新業
務を完了し、配布する（H30～）

過去の洪水実績把握に努める（H30
以降）

・次年度予算要求を行い，作成する
（H３０～）
・ハザードマップの更新予定（H３０）

　共同研究事業成果のマップへ
の反映
（居住地域の特性を踏まえた逃
げ方、逃げ時
についても反映）（H30～）

新たに水位周知河川に指定した場
合、洪水浸水想定区域図の作成・公
表を行う（Ｈ３０～）

内水ハザードマップの作成・周知 用地買収の継続実施 関係課と協議し，作成する（未定） ・作成を検討する（未定）
・過去の内水実績を基にしたハザー
ドマップの作成を検討する。（H30～）

-
過去の内水実績や標高をもとにした
ハザードマップの作成を検討する（H
３０～）

過去の内水実績の調査及びハザー
ドマップ作成の検討（未定）

・過去の内水実績をもとにしたハ
ザードマップの作成を検討する（H３
０～）

過去の内水実績把握に努める（H30
以降）

・内水に特化したハザードマップの作
成予定なし

　内水ハザードマップとして独
立したものではなく、小河川の
氾濫に関わらず大雨で必ず冠水
する道路情報について、洪水ハ
ザードマップに併記して周知
（H30～）

先進事例等を情報提供する（Ｈ３０
～）

まるごとまちごとハザードマップの作成・拡充
各種事例や，電柱公告等の利用な
どを検討する（H30～）。

取組事例を参考に検討する。（未
定）

・ハザードマップ作成後に実施予定
（H32～）

-
取組事例を参考に検討する。（H30
～）

電柱公告等利用の拡充などを検討
する（H３０～）

ハザードマップ作成後検討（未定）
・各種事例や，電柱公告等の利用な
どを検討する（H３０～）。

県河川では作成予定なし、鬼怒川
（国管理河川）で検討する（H30以
降）

・各種事例や，電柱公告等の利用な
どを検討する（H３０～）。

　共同研究事業成果のマップへ
の反映（H30～）

先進事例等を情報提供する（Ｈ３０
～）

【再掲】住民（自治会体未加入世帯，高齢者，外国人等）への確実な情報伝達方法の確立
出前講座、広報紙を通して幅広い情
報伝達手段を市民へ周知していく。

情報弱者や外国人への伝達方法を
検討する（H30以降）

・防災行政無線のデジタル化を推進
する（H30～）
・登録制メールを継続的に推進す
る。

-
確実な情報伝達方法について検討
する。（H30～）

防災ラジオ配付率の向上を図る（H３
０～）

・防災無線のエリアの見直し（未定）
・防災カルテにて情報の収集（H29
～）

・防災行政無線のデジタル化を行う
（H30～）
・情報弱者や外国人への情報伝達
方法について検討する（H30～）

情報弱者や外国人への伝達方法を
検討する（H30以降）

・設備更新を段階的に実施（H３０
～）
・情報弱者や外国人への情報伝達
方法について検討する（H３０～）

　本年度の実証実験の成果を踏
まえ、事業化予定（H30～）

防災情報ネットワークシステム（茨城
県防災・危機管理ポータルサイト）や
茨城県テレメータシステムの操作訓
練や住民への周知を実施（Ｈ２９～）

浸水実績の把握及び周知
今後、災害時の実績を積み上げて、
浸水実績を記録していく。（H29～）

今後、災害時の実績を積み上げて、
浸水実績を記録していく。（未定）

・正確な浸水範囲の把握に努める。
（Ｈ30～）

・正確な浸水範囲の把握に努める。
（Ｈ29～）

過去の浸水実績の把握に努める。
（未定）

過去の浸水実績や標高をもとにした
ハザードマップの作成を検討する（H
３０～）

過去の浸水実績の調査（未定）
・正確な浸水範囲の把握（水害統計
を正確に実施等）に努める。（H２９
～）

正確な浸水範囲の把握に努める
（H30以降）

・正確な浸水範囲の把握に努める。
（H３０～）

　宮戸川を水位周知河川対象と
してできれば指定しいただける
よう要望

関係機関と情報共有を図る（Ｈ３０
～）

水害の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置 -
窓口設置について検討する（H30以
降）

・防災・危機管理全般を担当する消
防交通課窓口の充実を図る（H31
～）

・防災危機管理課で対応している
（継続実施）

-
防災全般の窓口（交通防災課）にて
対応する（H３０～）

問い合わせ窓口の必要性の検討(未
定)

・問い合わせ窓口は、安心安全課内
で対応する。問い合わせの状況を見
て検討する（H30～）

窓口設置について検討する（H30以
降）

-
　職員対処マニュアルにより、防災
安全課に、職員を増員して情報収集
班を編成し、対応（未定）

問い合せ窓口の拡充（Ｈ２９～）

水防災に関する啓発・説明会（及び避難訓練）の実施 継続実施
水防災に関する啓発に努める（H30
以降）

・市防災訓練での啓発を拡充する
（H30～）
・今後の市防災訓練の内容等を検
討する（H30～）

・継続して実施する
洪水ハザードマップを配布し、水害リ
スクの認識を高める。（H30～）

引き続き実施していく
内水氾濫を含め各行政区に推進中
（H29～）

・水害リスクのある地域への今後説
明会の開催を検討する（H３０～）
・広報紙への掲載、新たなハザード
マップを作成・配布する（H３０～）。

水防災に関する啓発に努める（H30
以降）

・水害リスクのある地域への今後説
明会の開催を検討する（H３０～）
・広報紙への掲載、新たなハザード
マップを作成し、行政区や自主防災
組織への説明を行う（H３０～）。

１　昨年に引き続き、東京大学
片田教授による防災講演会によ
る住民の意識啓発を予定（H29
～）
２　共同連携事業の成果を踏ま
え、来年度以降避難訓練の場で
練成（H29～）

引き続きパネル展等を実施（Ｈ２９
～）

教員を対象とした講習会の実施

定期的な研修や情報交換の場の設
定を続けることにより、市内小中学
校の防災意識の向上に引き続き務
める。

・実施を検討する（H30～） ・実施を検討する（H30～） ・実施を検討する(H30～)
教育委員会等の関係部署との協議
検討を図る。（H29 ～）

地域と学校が合同でおこなっている
防災訓練等で啓発コーナーなどを設
置して実施を検討していく（H３０～）

桜川市学校防災推進委員会で進め
て行く（H30～）

・教育委員会との協議を検討する（H
３０～）

他機関が行う研修会の参加を促す
（H29以降）

・教育委員会との協議を検討する（H
３０～）
・防災訓練への参加、他機関が行う
研修会への参加を促す（H３０～）。

　共同連携事業の成果を踏ま
え、施設管理者等の理解促進及
び計画作成に資する説明会を実
施（H29～）

引き続き気象予報士会及び防災士
会と連携し対応していく

引き続き依頼があれば対応する（Ｈ
２９～）

小学生を対象とした防災教育の実施

現在の取組を継続するとともに，地
域の防災マップを作成するなどして
自分の住むまちの災害危険性につ
いて考えたり，防災活動に取り組ん
だりする。（H29～）

・実施を検討する（H30～）

・現在の取組みを継続して行う（H28
～H31）
・全学年に広めることについて教育
委員会と検討する（H31～）

・継続して実施する
教育委員会等の関係部署との協議
検討を図る。（H30 ～）

地域と学校が合同でおこなっている
防災訓練等で啓発コーナーなどを設
置して実施を検討していく（H３０～）

桜川市の恒例行事として市内小学
校を順次実施予定（H29～）

・教育委員会との協議を検討する（H
３０～）

教育委員会との協議検討する（H30
以降）

・情報・防災ステーションの活用を検
討（H３０～）
・教育委員会との協議検討（H３０～）

　共同連携事業の成果を踏ま
え、施設管理者等の理解促進及
び計画作成に資する説明会を実
施（H29～）

引き続き気象予報士会及び防災士
会と連携し対応していく

引き続き依頼があれば対応する（Ｈ
２９～）

出前講座等を活用した講習会の実施 継続実施 必要に応じて実施する（H30以降） ・引き続き出前講座を実施する。 ・継続して実施する
出前講座での実施について検討す
る。（H30～）

引き続き講座を実施するとともに、機
会をとらえて積極的に啓発事業をお
こなう（H３０～）

必要に応じて実施（H30～）
・引き続き出前講座を開催する。（H
２９～）
・必要に応じて実施（H３０～）

必要に応じて実施する（H30以降） ・必要に応じて実施を検討（H３０～）

　共同連携事業の成果を踏ま
え、施設管理者等の理解促進及
び計画作成に資する講習会を実
施（H29～）

引き続き気象予報士会及び防災士
会と連携し対応していく

引き続き依頼があれば対応する（Ｈ
２９～）

③円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況を把握・伝達するための基盤の整備 継続実施
国や県のシステム活用していく（継
続実施）

・県管理河川への水位観測所の設
置を要望する（H30～）

・国や県のシステムを活用する（継
続実施）

国や県のシステムを活用していく。
（H30～）

国や県のシステム活用していく（H３
０～）

国や県のシステムを活用（H29～）

・国や県のシステム活用していく（H２
９～）。
・地元と水位計設置箇所を調整し，
県と整備を進める（H３０～）。

国や県のシステム活用している（継
続実施）

・国のシステム活用していく（H２９
～）。

　境工事事務所と連携し、宮戸
川の氾濫に関する基準、タイム
ライン、ホットラインのタイミ
ングについて認識を統一する必
要があるものと思料
　→　宮戸川を水位周知河川対
象としてできれば指定しいただ
けるよう要望（未定）

（３）的確な水防活動のための取組

①水防体制の強化に関する事項

水防活動を支援するための新技術を活用した水防資機材等の配備 - - - - - - - - - - -
引き続き必要な資機材を整備する
（Ｈ２９～）

【再掲】水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練の実施 継続実施 継続実施
・通信設備の整備について検討すす
る（H30～）

・出水期前に体制を確認する(H30
～)

伝達訓練の実施について検討する。
（H30～）

引き続き平常時から連絡体制を整え
ておく

-
・消防団を含めた伝達訓練を行う（H
３０～）

新入団員等への周知を徹底する
（H29以降）

・毎年出水期前に連絡体制等の点
検を行う（H２９～）。

　共同連携成果の反映（H29～）
関係機関が連携した訓練を行うこと
を検討する（Ｈ３０～）

水防団や地域住民が参加する洪水に対しリスクが高い区間の共同点検 継続実施 継続実施
・管理者が実施する共同点検に参加
する（H30～）

・継続して実施する
水防団や地域住民が参加する共同
点検について検討する。（H30～）

引き続き堤防点検を実施する
水害リスクが高い区間の調査（未
定）

・管理者が実施する共同点検に参加
する（促す）（H３０～）。
・市報や回覧板等で参加を促す（H３
０～）

リスクの高い区間の把握に努める
（H30以降）

・管理者が実施する共同点検への
参加を促す（H３０～）。
・該当地域には回覧板等で参加を促
す（H３０～）

継続実施 引き続き実施

水防活動の担い手となる水防団員・協力団体の募集・指定を促進 継続実施 継続実施
・広報誌等を活用し、消防団員の募
集を継続すると共に、団員の安全確
保・負担軽減を検討する（H30～）

・継続して実施する
継続して実施するように努める。
（H29）

消防団活動に理解と協力をしてくれ
ている事業所等の顕彰施策の活用
をすすめる（H３０～）

消防団との交流会を小学校で実施
（H29～）

・広報誌，HPなどの活用を検討する
（H３０～）
・消防団員の募集する（H３０～）

地域と連携して担い手確保について
検討する（H30以降）

・広報誌，HPなどの活用を検討する
（H３０～）

継続実施 引き続き実施

水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練の実施 継続実施 継続実施
・通信設備の整備について検討する
（H30～）

・出水期前に体制を確認する(H30
～)

伝達訓練の実施について検討する。
（H30～）

引き続き平常時から連絡体制を整え
ておく

-
・消防団を含めた伝達訓練を行う（H
３０～）

新入団員等への周知を徹底する
（H29以降）

・毎年出水期前に連絡体制等の点
検を行う（H２９～）。

　共同連携成果の反映（H29～）
関係機関が連携した訓練を行うこと
を検討する（Ｈ３０～）

関係機関が連携した実働水防訓練の実施 継続実施 継続実施
・継続して参加する（平成30年度は
下妻市で開催予定）

・継続して参加する
継続して実施するように努める。
（H29）

引き続き実施する -
・防災訓練に水防を取り入れ，技術
力の向上を図る（H３０～）。

-
・水防管理団体が毎年行っている訓
練で技術力の向上を図る（H29～）。

継続実施 引き続き実施

関係機関が連携した実働水防訓練の実施 継続実施 継続実施
・継続して参加する（平成30年度は
下妻市で開催予定）

・継続して参加する
継続して実施するように努める。
（H29）

引き続き実施する -
・防災訓練に水防を取り入れ，技術
力の向上を図る（H３０～）。

-
・水防管理団体が毎年行っている訓
練で技術力の向上を図る（H29～）。

継続実施 引き続き実施

地域の建設業者による水防支援体制の検討・構築 継続実施 継続実施 ・更なる連携を検討する（H30～） ・継続して実施する
協定内容に水防支援に関することを
明確にすることを検討する。（H30
～）

既にある災害時協力協定の中で水
防に関する支援体制などについて検
討協議していく（H３０～）

支援体制の検討（未定）
必要に応じて、協定内容の見直しを
行う（H30～）

-
・建設業協会と協定を結ぶことを検
討。（H３０～）

継続実施 引き続き協定を継続していく

②市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項

情報伝達の充実を実施（H30～） - ・連絡網の充実を図る。(H30～)
・情報伝達体制の構築を検討する
（H30～)

- - - -
担当以外の県防災情報ネットワーク
システムの操作研修及び訓練の参
加（H30以降）

-
福祉施設と要配慮者の避難におけ
る医療関係機関等との連携につい
て構築（H29～）

水位周知河川への追加指定を検討
県防災情報ネットワークシステムを
活用した情報共有を図るため，引き
続き，システム操作研修を実施

水害時に行政機能を維持するBCPの策定 必要に応じて見直しを実施（H29～) ・関係各課と協議（未定） ・BCP策定を検討する。（H30～）
地域防災計画の見直しに併せ，策
定予定（～H30年度）

BCP策定を検討する。（H30～） 策定予定（H３０～） 浸水区域の調査の検討（未定）
・計画策定のための検討をする。（H
３０～）

計画策定のための検討をする（H30
以降）

・計画策定のための検討をする。（H
３０～）
・浸水想定区域図や過去の実績によ
り確認し，計画策定を行う（H３０～）

ＢＣＰ作成中（３０年度完成予定） 優先度を決め引き続き対応していく
新たに水位周知河川に指定した場
合、洪水浸水想定区域図の作成・公
表を行う（Ｈ３０～）

幹線道路，鉄道や市役所など重要施設の浸水対策 市役所：電源設備の嵩上等（H30～） 関係部署との連携を図る（未定）
・既存設備の浸水対策等について検
討する。（H30～）

・関係部署との連携を図る(H30～)
重要施設の管理者に対して洪水ハ
ザードマップを配布し、水害リスクの
認識を高める。（H30～）

関係部署及び関係機関との連携を
図りつつ取り組む（H３０～）

浸水区域の調査の検討（未定）
・代替施設の新たな選定を実施（H２
９～）

過去の洪水実績把握に努める（H30
以降）

・代替施設の新たな選定や，既存設
備の浸水対策の検討（H３０～）
・施設管理者へ対策を促す（H３０
～）
・浸水想定区域図や過去の実績によ
り確認し，計画策定を行う（H３０～）

継続実施 継続した各浸水対策の作成の支援
新たに水位周知河川に指定した場
合、洪水浸水想定区域図の作成・公
表を行う（Ｈ３０～）

浸水時においても災害活動を継続するための施設の整備及び自家発電装置等の耐水化
停電時の電源供給設備の見直し、
設備の嵩上等（H30～）

新庁舎建設時に自家発電装置を設
置する（未定）

・庁舎の検討に合わせて検討する
（H30～）

-
重要施設の管理者に対して洪水ハ
ザードマップを配布し、水害リスクの
認識を高める。（H30～）

動作確認点検をおこなっていく（H３０
～）

浸水区域の調査後検討（未定） ・自家発電装置の高所化（H２９） - ・耐水対策の検討（H３０～） 継続実施
自家発電システム操作訓練等を実
施

新たに水位周知河川に指定した場
合、洪水浸水想定区域図の作成・公
表を行う（Ｈ３０～）

水害に対応した企業BCP策定への支援
市内ハザードマップ等の災害が発生
した場合の被害の想定等の情報提
供を行う。(H29～)

該当する企業の調査を実施（未定）

・市BCPの策定の検討を進める
（H30～）
・市洪水ハザードマップを市ホーム
ページで公開し、水害リスクの認識
を高める（H30～）

・市BCPを作成中(～H30）
洪水ハザードマップを配布し、水害リ
スクの認識を高める。（H30～）

商工会や関係部署との連携を図り、
策定の需要が高まれば支援をおこ
なう（H３１～）

該当する企業の調査（未定）
・浸水エリアの企業にハザードマップ
を配布し，水害リスクの認識を高め
る（H３０～）

水防災に関する啓発に努める（H30
以降）

・浸水エリアの企業にハザードマップ
を配布し，水害リスクの認識を高め
る（H３０～）

ＢＣＰ作成中（３０年度完成予定） -
先進事例等を情報提供する（Ｈ３０
～）

防災教育の促
進

水防団間での連
携、協力に関す
る検討

重要水防箇所
の見直し及び水
防資機材の確
認

水防に関する広
報の充実（水防
団確保に係る取
組）

危機管理型水
位計、河川監視
用カメラの整備

水防訓練の充
実

市町村庁舎や
災害拠点病院
等の施設関係
者への情報伝
達の充実

水害ハザード
マップの改良、
周知、活用

浸水実績等の
周知

想定最大規模
の洪水に係る浸
水想定区域図
等の作成と周知

市町村庁舎や
災害拠点病院
等の機能確保
のための対策の
充実（耐水化、
非常用発電等
の整備）

新たに水位周知河川に指定した場
合、洪水浸水想定区域図の作成・公
表を行う（Ｈ３０～）

水位計等の増設を行う（Ｈ２９～）
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対象外

- 取組予定なし

（カッコ書き） 開始年次

古河市 取組内容 下妻市 常総市 筑西市 坂東市 桜川市 つくばみらい市 八千代町 五霞町 境町 水戸気象台 茨城県
今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組 今後の取組

取組内容（案）実施する施策

参考資料（３）【概ね５年で実施する取組】

（４）氾濫水の排水，浸水被害軽減に関する取組

浸水実績の把握及び周知
今後、災害時の実績を積み上げて、
浸水実績を記録していく。（H29～）

今後、災害時の実績を積み上げて、
浸水実績を記録していく。

・調査方法を検討する（H30～）
・正確な浸水範囲の把握に努める。
（Ｈ29～）

浸水実績の把握に努め、洪水ハ
ザードマップ更新時に反映させる。
（H29）

過去の浸水実績や標高をもとにした
ハザードマップの作成を検討する（H
３０～）

過去の浸水実績の調査（未定）
・正確な浸水範囲の把握（水害統計
を正確に実施等）に努める。（２９～）

正確な浸水範囲の把握に努める
（H30以降）

・正確な浸水範囲の把握に努める。
（H３０～）

　宮戸川を水位周知河川対象と
してできれば指定しいただける
よう要望（未定）

関係機関と情報共有を図る（Ｈ３０
～）

（５）河川管理施設の整備等に関する事項

財政的制約がある中，着実に治水効果を発現させるため，背後地の人口・資産状況や近年の
浸水被害状況等を勘案して，治水対策の重点化・効率化を進める。

引き続き下流部への影響のない範
囲で，上流部・中流部の対策を進め
る

ため池や既存調整池などの施設管理者と連携し，その機能の保全・有効活用し，貯留機能を
最大限確保する。

- -
・地元土地改良区と協議する（H30
～）

未定 - 調査を検討する（H３１～） 管理者の調査（未定）
・地元土地改良区などに調査を行
い，把握する。（H３０～）

地元等の調査で全体数把握に努め
る（H30以降）

・地元土地改良区などに調査を行
い，把握する。（H３０～）

　染谷川の排水管、調整池等の
ハード事業について既存の機能
以外の事業化に向け準備を推進
中（Ｈ２９～）

貯める対策の検討を進める（Ｈ２９
～）

出水期前の河川総点検の実施 引き続き実施

点検結果を踏まえ，人家連担地域を中心に流木及び土砂撤去など適切な維持管理を実施 引き続き優先度を決め対応していく

地域の安全度をバランス良く向上させるため，近年の浸水被害状況や現況流下能力等を踏ま
えて，治水対策を行う。

引き続き下流部への影響のない範
囲で，上流部・中流部の対策を進め
る

近年の降雨状況を踏まえ，河川整備計画の策定促進と適切な見直し 引き続き必要に応じて実施

【再掲】出水期前の河川総点検の実施 引き続き実施

【再掲】点検結果を踏まえ，人家連担地域を中心に流木及び土砂撤去など適切な維持管理を
実施

引き続き優先度を決め対応していく

（６）減災・防災に関する国の支援

浸水実績の把握及び周知
今後、災害時の実績を積み上げて、
浸水実績を記録していく。（H29～）

今後、災害時の実績を積み上げて、
浸水実績を記録していく。（未定）

・浸水範囲の調査方法を検討する
（H30～）

・正確な浸水範囲の把握に努める。
（Ｈ29～）

過去の浸水実績の把握に努める。
（H30）

ハザードマップの改訂（H３０～） 過去の浸水実績の調査（未定）
・正確な浸水範囲の把握（水害統計
を正確に実施等）に努める。（２９～）

正確な浸水範囲の把握に努める
（H30以降）

・正確な浸水範囲の把握に努める。
（H３０～）

　宮戸川を水位周知河川対象と
してできれば指定しいただける
よう要望

関係機関と情報共有を図る（Ｈ３０
～）

災害危険区域の指定促進に向けた検討 - 該当区域の調査（未定）
・災害危険区域の実態把握に努める
（H30～）

・災害危険区域の実態把握に努める
（H30～）

災害危険区域の指定になる地域の
実態把握に努める。（H30～）

改訂したハザードマップにより検討
する（H３０～）

該当区域の調査（未定）
・浸水被害軽減地区の候補地につ
いて情報共有を図る。（H３０～）

災害危険区域の実態把握に努める
（H30以降）

・浸水被害軽減地区の候補地につ
いて情報共有を図る。（H３０～）

・浸水被害軽減地区の候補地につ
いて情報共有を図る。（H３０～）

災害危険区域の指定に係る事例に
ついて情報共有を図る（Ｈ３０～）

災害対応力の向上にかかる取組
・国県が実施する講習会等の受講を
検討する（H30～）

・国県が実施する講習会等の受講を
検討する（H30～）

・国県が実施する講習会等へ積極
的に参加する（H３０～）

- -
国県が実施する講習会等へ積極的
に参加する（H３０～）

国県が実施する講習会への参加
（H30～）

・国県が実施する講習会等の受講を
しながら，技術習得を目指す。（H２９
～）

講習会等の参加で、技術習得を目
指す（H29以降）

・国県が実施する講習会等の受講を
しながら，技術習得を目指す。（H３０
～）

引き続き、国・県が実施する講習会
等への参加（H29～）

-
引き続き災害復旧講習会を実施す
るとともに、積極的な参加を呼び掛
ける

浸水被害軽減
地区の指定

河川管理施設の調査の実施
土地改良区との連携強化、パワー
ゲートの導入（未定）

樋門・樋管等の
施設の確実な運
用体制の確保

堤防等河川管
理施設の整備
（洪水氾濫を未
然に防ぐ対策）

排水施設、排水
資機材の運用
方法の改善及
び排水施設の
整備等

適切な土地利用
の促進

河川管理の高
度化の検討

その他

災害時及び災
害復旧に対する
支援

-ドローンによる調査、測量など、ICT 等の最新技術の活用

新たに水位周知河川に指定した場
合、洪水浸水想定区域図の作成・公
表を行う（Ｈ３０～）

-

緊急排水計画の作成及び排水訓練の実施
今後ストックマネジメント計画を策定
して不明水対策を計画的に実施

排水計画作成に向け協議する。国
の訓練にも積極的に参加。（未定）

・今後、県と協議していく（未定）
・国管理河川の排水計画策定後に
検討する（未定）

・排水計画を作成する(H30～)
浸水エリア等の基礎的情報を収集し
作成を検討する。（H30～）

同訓練への継続参加と、平常時から
国との連携を図っておく（H３０～）

排水が必要な地域の調査（未定）
・国の排水ポンプ車を貸与により使
用できるよう国で実施の排水ポンプ
車使用訓練へ参加（H２９～）。

国の排水ポンプ車を借りて操作でき
るように、国実施の訓練に参加する
（H30以降）

・国の排水ポンプ車を貸与により使
用できるよう国で実施の排水ポンプ
車使用訓練へ参加（H２９～）。
・県で公表した浸水継続時間をもと
に，計画等（直轄へポンプ車の要請
を含め）を作成する（３０～）。

内水氾濫箇所に対する調整池（H34
～）及び排水管（H32～）を設置

土地改良区との連携（H30～）
施設管理者（土地改良区等）との連
携を図る（H３０～）

河川管理施設の調査（未定）
・施設管理者（土地改良区等）との協
議検討する。（H３０～）

管理者の把握に努める（H30以降）
・施設管理者（土地改良区）との協議
検討する。（H３０～）

・施設管理者等の把握に努める
（H30～）

・施設管理者等の把握に努める
（H30～）

- -
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